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「 京・ 資源めぐ るプラ ン」 の改定に当たっ て

京都は、 京都三山の豊かな緑と 、 鴨川、 桂川、 琵琶湖疏水の清ら かな水に恵まれ、「 し まつの

こ こ ろ 」 をはじ めと する自然と 共生する暮ら し が育まれてき まし た。

京都市では、 こ う し た京都に息づく 価値観を 大切に、 市民や事業者の皆様と 共に循環型社会

への転換を 目指し 、 ごみ減量や分別・ リ サイ ク ルに取り 組んでき まし た。 その結果、 ごみ量は

ピ ーク 時（ 2 0 0 0 年度8 2 万ト ン ） から のごみ半減目標を 達成する と と も に、 一人一日当たり の

ごみ量は7 3 2 g（ 2 0 2 4 年度） と 、 大都市の中で最少レ ベルと なるなど、 大き な成果が出ていま

す。 さ ら には、 ごみ減量に伴う ク リ ーンセンタ ーやごみ収集体制の縮小などにより 、 ごみ処理

経費も ピーク 時（ 2 0 0 2 年度3 6 7 億円） から 年間1 2 9 億円（ 3 5 % ） も の節減につながっ ています。

弛まぬ御努力を重ねてく ださ っ た市民や事業者の皆様に、 改めて感謝を 申し 上げます。

一方で、 全国的な人口減少や少子高齢化、 気候変動に伴う 気象災害の頻発化・ 激甚化が進ん

でおり 、 また、 持続可能な社会に向けては、 資源循環型の経済、 脱炭素型の社会への移行が求

めら れています。 そう し た中で、 こ れから の廃棄物政策は、 更なる 進化が必要です。 こ れまで

のごみ減量、 経費節減に加え、 人口減少・ 長寿社会への対応、 資源循環・ 脱炭素化を 前提と し

たく ら し や経済活動への転換、 また大規模災害への備えと いっ た多角的な視点で取組を 進めて

いかなければなり ません。

本プラ ンでは、2 0 5 0 年を見据えて中長期的な推進方針を定めると と も に、使い捨てプラ スチッ

ク の削減や資源物回収拠点の拡充など、 持続可能な循環型社会の実現に向けた施策を 強化する

こ と と し まし た。

京都市と いたし まし ても 引き 続き 、 市民、 事業者、 地域コ ミ ュ ニティ 、 団体、 学校等あら ゆ

る主体が交ざり 合い、 対話と 協働を重ねながら 、「 し まつのこ こ ろ 」 を はじ めと する京都なら で

はの価値を未来に継承し てまいり ます。 変わら ぬ御支援と 御協力をお願い申し 上げます。

京都市長



プラ ン改定の趣旨

2 0 2 1 年３ 月に策定し た「 京・ 資源めぐ る プ ラ ン －京都市循環型社会推進基本計画（ 2 0 2 1 -

2 0 3 0 ）－」 について、 上位計画に当たる京都基本構想及び京都市環境基本計画が新たに策定さ

れるこ と に合わせて見直し を行い、プラン前半期の進捗状況はもちろん、脱炭素化（ カーボンニュー

ト ラ ル） や循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） 等の持続可能な社会の構築に向けた国内外の

潮流を踏まえて、 次のと おり 改定し ます。

１ 　「 持続可能な循環型社会の実現に向けた中長期的な推進方針」 を新たに規定（ p 3 ）

今後のごみ処理事業の実施には、 多様な社会的側面を 考慮し た多角的な視点が求めら れる

こ と から 、 2 0 5 0 年を 見据えた本市の施策展開及び施設整備の中長期的な考えと し て、 次の

３ つの「 推進方針」 を 新たに定めます。

・ 社会の課題解決につながる資源循環の推進

・ モノ のラ イ フ サイ ク ル全体を見据えた脱炭素化への貢献

・ 適正処理の確保に向けた持続可能なごみ処理体制の確立

２ 　 強化する施策

▶  発生抑制の推進（ p 1 8 ）

循環型社会に向けて優先し て取り 組むべき 発生抑制は、 脱炭素化の観点から も 重要

である ため、 市民・ 事業者・ 行政等の各主体によ る 、 食品ロ スや使い捨てプ ラ スチッ

ク をはじ めと し た、 ごみの発生抑制のための施策を推進し ていき ます。

▶  資源循環の強化（ p 2 0 ）

資源を循環的に利用し 、 最大限活用するこ と の重要性が増し ているため、 市民にと っ

て利便性の高い分別回収体制の構築を 目指し 、 資源物回収拠点を 拡充さ せると と も に、

民間事業者と 連携し たリ ユース拠点の設置やク リ ーン セン タ ー内にスト ッ ク ヤード を

整備し 、 市が受け入れた大型ごみや持込ごみ等を リ ユース・ リ サイ ク ルする こ と など

を検討し ます。

▶  生ごみ（ 食品廃棄物） 対策（ p 2 2 ）

食品ロ スの更なる 削減に向け、 民間事業者と の連携によ り 、 フ ード テッ ク サービ ス

の利用やフ ード ド ラ イ ブへの協力など 、 市民の具体的な行動を 促進し ます。 また、 家

庭系・ 事業系生ごみのバイ オガス化について検討・ 研究する と と も に、 事業系生ごみ

の民間施設での食品リ サイ ク ルを 推進し ます。

▶  プラ スチッ ク ・ 衣類対策（ p 2 4 ）

プラ スチッ ク 対策と し て、 市民・ 事業者の方への周知啓発、 対話の促進によ る 具体

策の検討・ 実施を 進め、 機運醸成を 図る と と も に、 発生抑制策と し て、 容器包装削減

やリ ユース食器の利用等を促進するほか、 分別促進のための周知啓発を 強化し ます。

また、衣類対策と し て、適量購入の促進、回収体制と 地域内リ ユースを充実さ せます。  
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▶  観光ごみへの対応（ p 2 6 ）

観光ごみへの対応と し て、 事業者の取組促進を 通じ た観光客への食品ロ ス削減、 分

別排出の呼びかけを 行う と と も に、 散乱ごみ対策と し て、 地域や事業者と の連携によ

る地域の実情に応じ た取組を充実さ せます。

▶  リ チウムイ オン電池対策（ p 2 7 ）

リ チウムイ オン 電池対策と し て、 当該製品に特化し た回収ボッ ク スの配置の拡充、

適切な分別排出方法の周知啓発の徹底、ごみ処理施設の消火設備増強等に取り 組みます。

▶  長寿社会の進展への対応（ p 2 7 ）

長寿社会の進展への対応と し て、 ごみ出し が困難な高齢者への支援を充実さ せます。

３ 　 指標の見直し （ p 2 9 ）

プラ ン前半期の進捗状況を 踏まえ、 目標達成済み又は達成間近の指標における目標を 上方

修正し ます。 また、 現状で目標達成には更なる 取組が必要な指標については、 現行目標を 維

持し つつ、 使い捨てプラ スチッ ク 全体への対策を 進める ため、 新たに「 使い捨てプラ スチッ

ク 排出量（ 家庭）」 の指標及び数値目標を設定し ます。 さ ら に、 強化する施策のモニタ リ ング

指標と し て、「 市拠点での資源物回収量（ 家庭）」 と 「 充電式電池及びその内蔵製品の市回収

量（ 家庭）」 を設定し ます。

４ 　「 施設整備の基本的な考え方」 を新たに規定（ p 3 4 ）

本市の３ つのク リ ーン セン タ ーのう ち、 最も 古い東北部ク リ ーン セン タ ーが2 0 3 6 年度末

頃に耐用年限を 迎えるため、 その後継施設と なる 次期ク リ ーンセン タ ーの整備を 検討する必

要があり ます。

上記１ の「 持続可能な循環型社会の実現に向けた中長期的な推進方針」 に基づいた「 資源

循環・ 脱炭素化の推進」 及び「 持続可能なごみ処理体制の確立」 の観点から、 2 0 5 0 年を 見

据えた本市における今後のごみ処理施設整備の検討の基盤と なる「 施設整備の基本的な考え方」

を新たに８ 項目定めます。

指 標
2 01 9 年度

基準年
2 0 24 年度

最新年
2 0 3 0 年度目標
（ 改定前）

2 0 3 0 年度目標
（ 改定後）

市受入量 40 .9 万ト ン 3 6 .5万ト ン 3 7万ト ン 3 4 万ト ン

ごみ焼却量 38 .2 万ト ン 3 3 .0万ト ン 3 3万ト ン 3 0 万ト ン

市最終処分量 5 .1 万ト ン 4 .3万ト ン 4 .4万ト ン 4 .0 万ト ン

食品ロス排出量 6 .1 万ト ン 4 .7万ト ン 4 .6万ト ン 4 .0 万ト ン

使い捨てプラ スチッ ク 排出量（ 家庭） 3 .1 7 万ト ン 2 .9 4万ト ン － 2 .6 6 万ト ン

市拠点での資源物回収量（ 家庭） 2 ,6 0 0 ト ン 3 ,6 0 0 ト ン －
新たに

モニタ リ ング充電式電池及びその内蔵製品
の市回収量（ 家庭）

1 8 .5 ト ン 6 4 .0 ト ン －

上方修正

新規設定
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１ .１ 　 計画の位置付け・ 策定趣旨

市町村は、 廃棄物処理法１ において、 産業廃棄物以外の一般廃棄物（ 以下「 ごみ」 と いう 。）

についての統括的な処理責任が求めら れています。 そのため、 本プラ ン は、 廃棄物処理法第６

条第１ 項に基づく 「 一般廃棄物処理基本計画」 と し て 、 ごみの適正処理のために必要なごみの

区分、 その発生量等の見込み、 ごみ処理施設の整備に関する事項や、 ごみ減量方策に関する事

項等を定めています。

本市では、 一般廃棄物処理基本計画で定めるごみの適正処理やごみ減量だけでなく 、 天然資

源の消費を 抑制し 環境への負荷ができ る限り 低減さ れる「 循環型社会」 の実現を 目指し ていく

ため、 本プ ラ ン を「 京都市循環型社会推進基本計画」 と し て、 また、 食品ロ ス削減推進法
２
に

規定さ れる「 食品ロス削減推進計画」 と し て策定し ます。

なお、 京都市政全体における本プラ ンの位置付けは、 本市と 市民の今後四半世紀の在り 方を展望

する「 京都基本構想」 を具体化し た環境政策におけるマスタ ープラ ンである「 京都市環境基本計画」

の分野別計画に当たり ます。循環型社会の実現だけでなく 、SDGs
３
の達成や脱炭素社会、レジリ エント ・

シティ ４ の実現にも 貢献するため、 環境関連の計画「 京都市地球温暖化対策計画」、「 京都市生物多

様性プラ ン」 及び「 京都市災害廃棄物処理計画」（ コ ラ ム10（ p28） 参照） と 一体的に進めると と

も に、 環境分野以外の他の計画と も連携さ せ、 本市の環境行政及び都市政策を進めていきます。

１  廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 1 9 7 0 年1 2 月施行） の略称

２  食品ロ ス削減の推進に関する法律（ 2 0 1 9 年1 0 月施行） の略称

３  Susta in ab le  D eve lo p m e n t G o a lsの略称。 2 0 1 5 年９ 月の国連総会で採択さ れた持続可能な開発目標

４   本市では2 0 1 9 年３ 月に「 京都市レ ジリ エンス戦略」 を 策定し 、自然災害や人口減少を はじ めと する様々な危機に対し 、粘り 強く し なやかに対応し 、将来にわたっ て人々

がいき いき と く ら せる 、 魅力と 活気に満ちた都市（ ＝レ ジリ エン ト ・ シティ ） の実現を 目指し ています。

一般廃棄物処理基本計画

食品ロス削減推進計画

関係法令

市の条例・ 計画

環境基本法（ 19 9 3年11 月施行）

循環型社会形成推進基本法（ 2 00 1 年１月施行）

廃棄物処理法（ 1 97 0年1 2月施行）

食品ロス削減推進法（ 2 01 9年1 0月施行）

世界文化自由都市宣言（ 1 97 8年1 0月）

京都基本構想

京都市環境基本計画

法律の名称は、

一部略称を記載しています。

しまつのこころ条例（ 19 9 3 年4 月施行）

（ 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例）

京都市循環型社会推進基本計画
京都市地球温暖化対策計画

京都市生物多様性プラン

京都市災害廃棄物処理計画

環境分野の関連計画

消費生活、教育・ 食育、文化、産

業、観光、食品衛生、福祉、地域コ

ミ ュニティ 、防災 等

環境以外の政策の
分野別計画

図１ 　 計画の位置付け及び本計画に関連する SD Gsの主な目標　

1 計画の基本的な考え方
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１ .２ 　 基本理念

本市は、 京都議定書誕生2 0 周年を 記念する 会議（ 2 0 1 7 年1 2 月） において、 世界1 8 ヵ 国・

地域の方々の参加の下、 2 0 5 0 年の世界の都市のある べき 姿を 提起し た「 持続可能な都市文明

の構築を目指す京都宣言」 を宣言し まし た。

こ の宣言で示さ れた2 0 5 0 年のある べき 姿は「 循環型社会」 でも あり 、 植物等の再生可能な

資源を上手に利用し 、枯渇する資源は最小限の利用に努め、繰り 返し リ サイ ク ルするなど、市民・

事業者が資源循環を 前提と し たく ら し ・ 事業活動を 選択・ 実践し ているこ と が必要です。 また、

気候変動の影響や長寿社会の進展等の社会的変化にも 適応し ていなければなり ません。

こ のため、 本プラ ン では、 こ の2 0 5 0 年のある べき 姿を も と に、 経済的側面や社会的側面の

視野を 更に広げ、「 モノ の生産に必要な最小限の資源が循環利用さ れるく ら し や事業活動の下、

地球環境への負荷が持続可能なレ ベルに抑えら れ、 自然災害や長寿社会の進展等にも し なやか

に対応でき る、“ 持続可能な循環型社会”」 の実現を 目指すこ と を 基本理念と し ます。

５   循環型社会形成推進基本法において、 資源の循環利用及び処分の基本的な原則と し て、 ①発生抑制（ Re d uce、 リ デュ ース）、 ②再使用（ Reuse 、 リ ユース）、 ③再

生利用（ Recycle、 リ サイ ク ル）、 ④熱回収（ Therm a l Recycle、 サーマルリ サイ ク ル）、 ⑤適正処分 の順に優先し ていく こ と が示さ れている 。 ①～②の総称と し

て「 ２ R」、 ①～③の総称と し て「 ３ R」 と も 言われる 。

天然資源
天然資源投入量の抑制

生 産（ 製造・ 流通等）

消費・ 使用

（ 出典： 環境省）

リ ニュ ーアブル Renewable

３ 番目 炭素回収・ 利用

３ 番目 再生利用 Recycle

５ 番目 適正処分

４ 番目 熱回収

１ 番目 発生抑制 Red uce

１ 番目 発生抑制 Red uce

炭素貯留

最終処分（ 埋立）
廃 棄

２ 番目 再使用 Reu se

中間処理（ 焼却・ リ サイ ク ル）

環境配慮設計

循環型社会と は

モノ の生産、 消費・ 使用の各段階において、 ごみを なる べく 出さ ず（ リ デュ ース（ 発生抑制）

及びリ ユース（ 再使用））、 廃棄し たごみはでき る だけ資源と し てリ サイ ク ル（ 再生利用） し 、

使えないごみは焼却し て発電（ 熱回収） し たう えで、 正し く 処分（ 適正処分） する
５ こ と で、

天然資源の消費を 抑制し 、 地球環境や都市環境への負荷を でき る 限り 低減し た社会。

図２ 　 循環型社会のイ メ ージ
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１ .３ 　 持続可能な循環型社会の実現に向けた中長期的な推進方針 

今後のごみ処理事業の実施に当たっ ては、 こ れまでのごみ減量、 リ サイ ク ルや経費節減だけ

でなく 、 人口減少・ 長寿社会の進展への対応、 資源循環・ 脱炭素化を 前提と し たく ら し や経済

活動への転換、 大規模災害への備え等と いっ た多角的な視点が求めら れ、 中長期の目線で必要

な施策や施設整備等を準備し 、 積み上げていく 必要があり ます。 また、 引き 続き 、 市民の理解・

参画や地域コ ミ ュ ニティ における協力を得ながら 進めるこ と も 重要です。

その視点で継続し て取り 組んでいく ための、 2 0 5 0 年を 見据えた本市の施策展開及び施設整

備の中長期的な考えと し て、 ３ つの「 推進方針」 を 定めます。

○ 社会の課題解決につながる資源循環の推進

資源の乏し い日本では、 産業競争力の強化や経済・ 食料安全保障の観点から も 、 資源を

循環的に利用し 、 最大限活用するこ と は重要です。

本市と し て地域資源をはじ めと し た資源を循環さ せるこ と によっ て、 上記の観点に加え、

産業創出・ 人口増加、 地域コ ミ ュ ニティ の活性化など 、 地域の課題解決や活性化につなげ

ていき ます。

また、利便性を高めるなど市民の主体的な取組を後押しするとともに、地域内の市民、事業者、

地域活動団体等の各主体間の連携を通し た協働型の資源循環の取組を進めていき ます。

○ モノ のラ イ フ サイ ク ル全体を見据えた脱炭素化への貢献

日本は2 0 5 0 年カ ーボンニュ ート ラ ル
６
を 目指し ており 、 廃棄物分野においても 脱炭素化

が求めら れている ため、 プラ スチッ ク をはじ めと し た温室効果ガス（ G HG
７
） 排出につな

がるごみの焼却回避及び処理施設・ 収集車両の脱炭素化を進めます。

また、 国内のG HG 排出量の3 6 ％は、 資源循環が排出削減に貢献でき る余地がある と の

試算がある こ と から、 本市と し て、 モノ の生産・ 使用・ 再資源化・ 焼却と いっ た各工程か

ら のG HG 排出も 意識し 、 発生抑制・ 資源循環の取組を 加速・ 充実さ せます。 それによ り 、

モノ のラ イ フ サイ ク ル全体に係る G HG 排出量を削減し 、 廃棄物分野だけでなく 社会全体の

脱炭素化に貢献し ます。

○ 適正処理の確保に向けた持続可能なごみ処理体制の確立

人口減少・ 長寿社会の進展・ 担い手不足への対応、 リ チウムイ オン電池等に起因する火

災事故等のリ スク や頻発する 大規模災害への備えが求めら れるなか、 効率的・ 安定的にご

みを 収集する 体制の確保、 ごみ処理施設の適切な維持管理と 計画的な整備、 最終処分場の

延命化、 廃棄物処理の広域化等の検討を 進め、 将来にわたっ て、 災害時も 含めた適正処理

を確保でき る持続可能なごみ処理体制を 確立し 、 維持し ていき ます。

１ .４ 　 計画年限

１ .２ 、１ .３ に示すと おり 、2 0 5 0 年を見据えた計画と し ますが、計画年限は2 0 3 0 年度までと し 、

2 0 3 0 年度までの重点施策及び目標を定めます。

６  2 0 5 0 年までに温室効果ガスの排出量と 吸収量を 均衡さ せる こ と 。

７  G re en ho u se  G asの略
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２ .１ 　 ごみの区分

（ １ ） ごみの区分及び処理フ ロー

家庭や事業所等から 排出さ れたごみは、 本市のごみ処理施設が受け入れて処理を行う も のと 、

民間のリ サイ ク ル施設が受け入れて処理を行う も のと の２ 種類に分かれます。

また、 本市が受け入れている ごみは、「 家庭ごみ」 と 「 事業ごみ」 に大別さ れ、「 家庭ごみ」

は市が収集し 、「 事業ごみ」 は一般廃棄物収集運搬業許可業者が収集又は排出者自ら が処理施設

に持ち込みます。 さ ら に、品目や収集運搬方法によっ て、家庭ごみは「 燃やすごみ」、「 資源ごみ」、

「 大型ごみ」、「 その他」 に、 事業ごみは「 業者収集ごみ」、「 持込ごみ」 の２ つに区分さ れます。

（ ２ ） 家庭ごみの回収区分

家庭ごみの回収については、「 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル」 や「 プラ スチッ ク 類」 などを市が定

期的に収集する「 定期収集」 に加え、 使用済てんぷら 油や小型家電、 蛍光管などを 区役所・ 支

所内のエコ まちステーショ ンやまち美化事務所等で回収する「 拠点回収」、市民の身近な場所（ 学

校、 公園等） に出向いて回収する「 移動式拠点回収」 も 実施し ています。

こ う し た回収による本市の資源物の分別品目数は、燃やすごみ（ 焼却熱を回収） と 大型ごみ（ 金

属を回収） を 含めると 2 6 品目であり 、 政令指定都市の中でも 多い品目数と なっ ています。

図３ 　 本市のごみの区分

2 計画の背景

家庭系

（ ＝一般廃棄物）

民間処理

本市の責任で収集等

事業者の責任で
自ら 、 市又は

民間の施設で処理

不法投棄ごみ・ 街頭ごみ　 等

許可業者による収集

事業者の責任で
自ら 又は

民間の施設で処理

排出元と 廃棄物の種類 京都市でのごみの収集・ 受入

民間での資源物の回収・ リ サイク ル

【 市民】 家庭ごみ

資源ごみ

事業ごみ
事業系

一般廃棄物

産業廃棄物

【 事業者】

燃やすごみ

大型ごみ

業者収集ごみ

事業者又は市民が自ら 搬入持込ごみ

その他ごみ

缶・ びん・ ペット ボト ル

プラ スチック類

小型金属類・ スプレー缶

古紙・ 雑がみ

拠点回収・ 移動式拠点回収

（ 事業系） 木く ず・ 食品廃棄物・ 古紙類など

（ 家庭系） コミ ュニティ 回収・ 店頭回収など
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［ １ ］　 定期収集（ 道路上の定点等で回収）： ６ 分別

①燃やすごみ、 ②缶・ びん・ ペッ ト ボト ル、 ③プ ラ ス

チッ ク 類、④古紙・ 雑がみ、⑤小型金属類・ スプレー缶、

⑥大型ごみ

［ ２ ］　 拠点回収（ 区役所・ 支所内のエコ まちステーショ ンやまち美化事務所等で回収）： 18品目

①古紙（ 新聞・ ダン ボール）、 ②雑がみ（ 紙箱、 包装紙など ）、 ③紙パッ ク 、 ④使用済

てんぷら 油、 ⑤古着類（ 古着、 古布など）、 ⑥乾電池、 

⑦ボタ ン電池、 ⑧充電式電池（ 小型二次電池）、 ⑨蛍光

管、 ⑩水銀体温計・ 水銀血圧計、 ⑪小型家電、 ⑫磁気

テープ類（ ビデオテープなど）、⑬イ ンク カ ート リ ッ ジ、 

⑭リ ユースびん（ 一升びん、ビールびん）、⑮刃物類（ 包

丁、 はさ みなど）、 ⑯使い捨てラ イ タ ー、 ⑰陶磁器製の

食器、 ⑱小型金属類・ スプレー缶

［ ３ ］　 移動式拠点回収（ 学校や公園などの市民の身近な場所に出向いて回収）： 1 9 品目

拠点回収の1 8 品目、 ⑲せん定枝（ 木の枝）

ま た、 資源物に 加え、 有害・ 危険ご みと し て、 次の 

①～④の品目の回収も 実施し ています。

①石油類、 ②医薬品・ 農薬、 ③化学薬品・ 塗料・ ワッ

ク ス・ 絵の具、 ④洗浄剤

さ ら に、古紙、雑がみなどの資源化可能な紙ごみや古着類などの資源物を地域で集団回収する 

「 コ ミ ュ ニティ 回収制度」 を実施し 、 登録団体に助成金を 交付するなど、 地域の皆様の自主的な

分別・ リ サイ ク ルの取組を 支援し ています。

［ ４ ］　 コ ミ ュ ニティ 回収（ 地域における集団回収）

古紙（ 新聞、 ダン ボール）、 雑がみ（ 紙箱、 包装紙な

ど）、紙パッ ク 、古着類（ 古着、古布）、缶類（ アルミ 缶、 

スチール缶）、びん類（ ワンウェ イ びん）、その他（ ペッ

ト ボト ル、 小型金属類など）

［ ５ ］　 事業者による回収

古紙回収業者： 古紙（ 新聞、 ダンボール）、 雑がみ（ 紙箱、 包装紙など）

食品スーパー等： 缶類、 びん類、 ペッ ト ボト ル、 ト レー、 牛乳パッ ク など
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２ .２ 　 こ れまでの状況と 現状の課題

（ １ ） 前プラ ンまで（ ～2 0 2 0 年度）

本市のごみ量（ 市受入量） は、 高度経済成長と と も に急激に増加し 、 2 0 0 0 年度に8 2 万ト ン

のピーク を迎えまし た。

こ う し た状況を 打破する ため、 本市は循環型社会の実現を 目指し 、 ごみ半減目標８ を 立てる

と と も に、 家庭ごみ有料指定袋制や事業ごみの手数料改定、 また、 ２ R及び分別・ リ サイ ク ル

の促進の２ つを 柱と する ごみ半減を めざす「 し まつのこ こ ろ 条例」 に基づく 取組等のごみ減量

施策を実施し てき まし た。

“ ピーク 時から のごみ半減” を 合言葉に、 市民・ 事業者・ 大学・ 地域の活動団体等の皆様に御

協力・ 御尽力いただいた結果、 2 0 2 0 年度には3 8 .5 万ト ンと 3 9 万ト ンの目標を 達成し まし た。

（ ２ ） 現行プラ ン前半期（ 2 0 2 1 ～2 0 2 4 年度）

半減目標を 達成し た後のプ ラ ン（ 改定前） では、 2 0 3 0 年度までに、 ごみ量（ 市受入量） を

3 7 万ト ン以下にすると いう 目標を 設定し 、更なるごみ減量を目指し まし た。 プラ ン前半期では、

ピ ーク 時から 2 4 年連続で減少し 、 2 0 2 4 年度には3 6 .5 万ト ン と なり 、 2 0 3 0 年度目標を 前倒し

で達成し まし た。 また、 市民１ 人１ 日当たり のごみ量は7 3 2 グラ ム（ 2 0 2 4 年度） で大都市の

中でも 最少レ ベルと なっ ています。

ごみ減量の効果と し て、 ピ ーク 時には５ 工場あっ たク リ ーン セン タ ーを ３ 工場まで、 また、

家庭ごみの収集事務所は、 1 1 事務所から ６ 事務所まで縮小する こ と ができ 、 ごみ処理費用も

2 0 2 3 年度2 3 8 億円と なり 、 資源物のリ サイ ク ル推進や人件費や物価が高騰する中でも、 2 0 0 2

年度のピーク 時から 1 2 9 億円（ 3 5 % ） 削減でき ています。

プ ラ ン（ 改定前） では、 ご み減量だけでなく 、 施策の成果を 測る ため、 複数の指標及びそ

（ 万ト ン）

（ 年度）
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6 5 .3

6 0 .6
5 7 .4

5 3 .5
4 9 .7 4 8 .9 4 8 .1 4 7 .2 4 6 .1 4 4 .0 4 1 .7 4 1 .3 4 1 .0 4 0 .9

3 8 .5

7 6 .47 6 .4

7 2 .97 2 .9
6 7 .66 7 .6

6 6 .96 6 .9 6 5 .36 5 .3 6 4 .16 4 .1 6 2 .06 2 .0
5 6 .85 6 .8

5 3 .15 3 .1 5 0 .15 0 .1 4 7 .04 7 .0 4 6 .14 6 .1 4 5 .44 5 .4 4 4 .44 4 .4 4 3 .54 3 .5 4 1 .24 1 .2 3 8 .93 8 .9 3 8 .63 8 .6 3 8 .33 8 .3 3 8 .23 8 .2
3 4 .93 4 .9

図４ 　 2 0 20 年度までの本市のごみ量の推移

８   2 0 1 0 年３ 月に策定し た計画において、 ごみ量を 2 0 2 0 年度までにピ ーク 時の半分以下と なる3 9 万ト ンを 目指す目標を設定し まし た。
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の目標を 設定し ており 、 その進捗状況は、 表１ のと おり です。 ご み処理の各プ ロ セスでのご

み量指標（ 市受入量、 ごみ焼却量、 市最終処分量） 及び食品ロ ス排出量は、 各種取組によっ て

2 0 3 0 年度までの目標を前倒し 達成又は達成目前と 大き な成果が出ています。

一方で、 個別指標のう ち、 ペッ ト ボト ル排出量は基準年から 横ばいであり 、 レ ジ袋使用量、

プラ スチッ ク ごみ分別実施率、 食品廃棄物リ サイ ク ル率、 再生利用率、 廃棄物処理に伴う 温室

効果ガス排出量は、 改善し ているも のの、 目標達成に向けて施策の強化が必要です。

分類 目標指標
2 0 0 0 年度

ピーク 時

2 0 1 9 年度

基準年
2 0 2 2 年度 2 0 2 3 年度

2 0 2 4 年度

最新年

2 0 3 0 年度

目標年

ごみ量

市受入量 8 2 万t 4 0 .9 万t 3 8 .0 万t 3 7 .2 万t 3 6 .5 万t 3 7 万t

ごみ焼却量 7 6 万t 3 8 .2 万t 3 4 .3 万t 3 3 .8 万t 3 3 .0 万t 3 3 万t

市最終処分量 1 6 .5 万t 5 .1 万t 4 .6 万t 4 .5 万t 4 .3 万t 4 .4 万t

２ Ｒ

食品ロス排出量 9 .6 万t 6 .1 万t 5 .4 万t 5 .0 万t 4 .7 万t 4 .6 万t

レ ジ袋使用量（ 家庭） 5 ,2 0 0 t 2 ,5 0 0 t 1 ,2 0 0 t 1 ,2 0 0 t 1 ,2 0 0 t 4 0 0 t

ペッ ト ボト ル排出量（ 家庭） 3 ,6 0 0 t 3 ,4 0 0 t 3 ,4 0 0 t 3 ,4 0 0 t 3 ,4 0 0 t 1 ,6 0 0 t

使い捨てプラ スチッ ク 排出量 6 .0 万t 5 .1 万t 4 .9 万t 5 .0 万t 4 .9 万t －

リ ニュ ーア

ブル

バイ オプラ スチッ ク 製容器包

装排出割合（ レ ジ袋）
－ － 3 4 ％ 3 3 ％ 3 7 ％ －

分別・

リ サイ ク ル

／エネルギー

創出

プラ スチッ ク ごみ分別実施率

（ 家庭）
－ 4 6 ％ 5 0 ％ 4 7 ％ 4 8 ％ 6 0 ％

食品廃棄物リ サイク ル率（ 事業） － 1 9 ％ 2 6 ％ 2 4 ％ 2 5 ％ 3 6 ％

再生利用率 － 3 1 ％ 3 4 ％ 3 4 ％ 3 5 ％ 3 9 ％

脱炭素化
廃棄物処理に伴う 温室効果ガ

ス排出量
2 8 万t

1 7 .2 万t

（ 2 0 1 3 年度）
1 5 .4 万t 1 4 .8 万t 算定中 1 1 .3 万t

表１ 　 京・ 資源めぐ るプラ ン前半期の指標進捗状況

プラ ン前半期の主な施策

●　 食品ロス削減の取組

商慣習の見直し 「 販売期限の延長」 の取組、 外国人観光客を対象と し た啓発等を推進

●　 使い捨てプラ スチッ ク 削減の取組

レ ジ袋有料化義務化の徹底、 プラ スチッ ク 資源循環促進法を 契機と し た削減の呼びかけ、 宅配・ テ

イ ク アウト に係る使い捨てプラ スチッ ク 削減助成や優良事例の周知を実施

●　 資源物回収の拡充

南部まち美化事務所での土・ 日曜日の資源物回収を 開始、 移動式拠点回収の回数増、 各消防署で 

充電式電池及び小型家電の回収を開始

●　 ボト ルto ボト ルリ サイク ルの開始（ 202 2年４ 月～）

本市が資源ごみと し て収集・ 中間処理し た使用済みペッ ト ボト ルを、 再びペッ ト ボト ルと し て再生

利用する事業を開始

●　 プラ スチッ ク 製品の分別回収の開始（ 2 023年４ 月～）

従来のプラ スチッ ク 製容器包装に、 新たにプラ スチッ ク 製品を加えた分別回収を実施

●　 ごみ搬入手数料の改定（ 持込ごみ： 20 23年1 0月、 業者収集ごみ： 20 25年４ 月）

排出事業者責任・ 受益者負担の考え方に基づく ごみ搬入手数料の適正化を 図り、 更なるごみの減量

や民間リ サイ ク ルを促進するため、 持込ごみ及び業者収集ごみの搬入手数料を改定

●　 焼却灰から の鉄分回収の開始（ 2023 年９ 月～）

東北部ク リ ーンセンタ ーの大規模改修に併せて、 焼却灰から 鉄分を回収する仕組みを導入 
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図６ 　 京都市内のごみ処理フ ロー（ 20 2 4年度）

総排出量
55 .7万ト ン

京都市のごみ処理の範囲

燃やすごみ 1 8 .3 万ト ン

資源ごみ 2 .3 万ト ン

大型ごみ 0 .4 万ト ン

その他ごみ 0 .1 万ト ン

業者収集ごみ 1 6 .5 万ト ン

持込ごみ 3 .2 万ト ン

再生利用量 1 7 .0 万ト ン
民間資源回収 1 4 .8 万ト ン

市受入量  4 0 .9 万ト ン

収集・ 受入 最終処分中間処理
（ 選別・ 破砕・ 焼却）

再資源化 再生利用率 3 1 ％

●家庭ごみ 2 1 .2 万ト ン

●事業ごみ 1 9 .7 万ト ン

市再資源化

2 .3 万ト ン

市最終処分量
5 .1 万ト ン

焼却灰

4 .9 万ト ン

直接埋立

0 .2 万ト ン

ごみ焼却量
3 8 .2 万ト ン

コ ミ ュ ニティ 回収
店頭回収
民間リ サイ ク ル施設　 等

総排出量

51 .6万ト ン

京都市のごみ処理の範囲

燃やすごみ 1 5 .8 万ト ン

資源ごみ 2 .5 万ト ン

大型ごみ 0 .4 万ト ン

その他ごみ 0 .2 万ト ン

業者収集ごみ 1 5 .4 万ト ン

持込ごみ 2 .3 万ト ン

再生利用量 1 8 .1 万ト ン
民間資源回収 1 5 .3 万ト ン

市受入量  3 6 .5 万ト ン

収集・ 受入 最終処分中間処理
（ 選別・ 破砕・ 焼却）

再資源化 再生利用率 3 5 ％

●家庭ごみ 1 8 .8 万ト ン

●事業ごみ 1 7 .7 万ト ン

市再資源化

2 .7 万ト ン

市最終処分量
4 .3 万ト ン

焼却灰

4 .2 万ト ン

直接埋立

0 .1 万ト ン

ごみ焼却量
3 3 .0 万ト ン

図５ 　 京都市内のごみ処理フ ロー（ 20 1 9 年度（ プラ ンの基準年））
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（ ３ ） ごみの組成

家庭ごみは、 ２ .１ （ ２ ） に記載のと おり 、 資源ごみなどを 燃やすごみに入れないよう 分別し

ています。 燃やすごみの組成（ 図７ ） を見ると 、 生ごみ（ 厨芥類）、 紙類、 プラ スチッ ク 類の割

合が高く 、こ れら には、本来食べら れるはずの食品ロス、リ サイ ク ルでき るも の（ 古紙・ 雑がみ、

プラ スチッ ク 類等） が依然と し て多く 含まれます。

事業者から 排出さ れるごみについても 、 産業廃棄物や資源ごみと 分別さ れたも のを 業者収集

ごみ（ 可燃ごみ） と し て受け入れています。 事業所から の業者収集ごみの組成（ 図８ ） を見ると 、

生ごみが４ 割と 高く 、産業廃棄物と し て分別排出さ れるべきプラ スチッ ク も １ 割を超えています。

国内外で、 食品ロスの削減やプラ スチッ ク の資源循環と いっ た取組の重要性が増す中、 本市

においても 、 こ れら の取組の更なる強化が必要です。

食べ残し

5 .3 ％

手付かず食品

8 .1 ％

その他

（ 調理く ず等）

2 6 .1 ％

古紙

1 .2 ％

雑がみ

1 0 .7 ％

紙ごみ

3 3 .4 ％

生ごみ

3 9 .5 ％

リ サイ ク ル

でき ないも の

2 1 .5 ％
2 5 .3

リ サイ ク ル

でき ないも の

2 5 .3 ％

プラ スチッ ク 製
容器包装

7 .5 ％

ペッ ト ボト ル

0 .2％

その他

プラ スチッ ク

3 .3 ％

プラ スチッ ク
1 1 .0 ％

その他

1 1 .0 ％
その他

1 2 .2

1 2 .1

プラ スチッ ク

1 2 .1 ％

繊維類

5 .1 ％

7 .8

食べ残し

7 .8 ％

手付かず食品

8 .1 ％
8 .7

手付かず食品

8 .7 ％

その他

（ 調理く ず等）

2 6 .1 ％

2 4 .4

その他

（ 調理く ず等）

2 4 .4 ％

古紙

1 .2％

古紙

1 .2 ％

8 .3
雑がみ
8 .3 ％

紙ごみ

3 4 .9 ％

生ごみ

4 0 .9 ％

2 5 .3

リ サイ ク ル

でき ないも の

25 .3 ％

その他

1 2 .2 ％

1 2 .1

プラ スチッ ク

1 2 .1 ％

図７ 　 燃やすごみの組成（ 20 2 4年度）

図８ 　 業者収集ごみ（ 事業所） の組成（ 2 02 4 年度）
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９   石油等の化石資源と 比べて短時間で再生でき る 資源（ 再生可能資源： 植物などの天然資源） を 原材料と し て利用する こ と で、 資源の枯渇や温室効果ガスの発生を 抑

制する と いう 考え方

（ ４ ） ごみ処理体制

本市のごみ処理体制と し て、 まず２ Rの推進及びリ ニュ ーアブル９ に取り 組み、 そのう えで排

出さ れる も のについては、 資源物と し て分別・ リ サイ ク ルし ます。 それでも 残っ たごみは、 焼

却し た後、 埋立処分し ています。

資源物について、「 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル」 は北部と 南部の資源リ サイ ク ルセンタ ーにおい

て選別し 、 リ サイ ク ル事業者に引き 渡し ています。「 プラ スチッ ク 類」 は横大路学園又は民間施

設において選別し 、 リ サイ ク ル事業者に引き 渡し ています。

資源化でき ない燃やすごみなどは、北部、東北部、南部の３ つのク リ ーンセンタ ー（ 焼却施設）

において焼却し ており 、 南部ク リ ーン センタ ーでは、 一部を 機械選別し たう えでバイ オガス化

し ています。

最終処分は、 東部山間埋立処分地（ エコ ラ ン ド 音羽の杜） に加えて、 近畿２ 府４ 県1 6 9 市町

村のごみを処分する大阪湾広域臨海環境整備センタ ー処分場（ フ ェ ニッ ク ス処分場） に搬入し 、

埋立処分し ています。 東部山間埋立処分地を でき る だけ長く 活用し ていく ため、 可能な限り ご

みを減ら すと と も に、 資源と し て循環利用し ていく 必要があり ます。

また、 ３ つのク リ ーンセンタ ーのう ち、 最も 古い東北部ク リ ーンセンタ ーが2 036 年度末頃に

耐用年限を迎えるため、 その後継と なる次期ク リ ーンセンタ ーの整備を検討する必要があり ます。

図９ 　 本市のごみ処理施設の配置状況

北部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 0 7 年稼働開始）

（ 併設）北部資源
リ サイクルセンタ ー

焼却 4 0 0 t/日
ごみ発電 8 ,5 0 0 kW

東北部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 0 1 年稼働開始）

焼却 7 0 0 t/日
ごみ発電 1 5 ,0 0 0 kW

缶・ びん・ ペット ボト ルの選別
4 0 t/日

持込ごみを受け入れている
クリ ーンセンタ ー（ ２ 箇所）

ごみ焼却施設

破砕施設

リサイクル施設

埋立地

＜凡例＞

南部資源リ サイクルセンタ ー
（ 1 9 9 9 年稼働）

缶・ びん・ ペット ボト ルの選別
6 0 t/日

横大路学園
（ 2 0 0 7 年稼働）

プラスチック類の選別
2 0 t/日

廃食用油燃料化施設
（ 2 0 0 4 年稼働）

BD Fの製造
5 ,0 0 0 L/日

西部圧縮梱包施設
（ 旧西部クリーンセンタ ー)

プラスチック類の中継施設
として運用中

大阪湾フェ ニックス処分場
（ 1 9 8 9 年供用開始）

埋立容量 4 6 万m 3（ 本市枠）

残容量 1 6 万m 3（ 約5 年分）

東部山間埋立処分地
（ 2 0 0 0 年供用開始）

南部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 1 9 年稼働開始）

埋立容量 4 5 0 万m 3

残容量 2 1 1 万m 3（ 約5 0 年分）

バイオガス化 6 0 t/日
バイオガス発電 1 ,0 0 0 kW

破砕 8 0 t/日

焼却 5 0 0 t/日
ごみ発電 1 4 ,0 0 0 kW

破砕 1 8 0 t/日

1 0



（ ５ ） 社会情勢の変化等による2 0 3 0 年までのごみ量への影響

本市の人口は減少傾向にあり 、 今後も 減少傾向が継続し た場合1 0には、 ごみの発生量につい

ても 減少が見込まれます。

社会情勢を 見る と 、 近年、 新聞や雑誌等の電子化によ っ て紙媒体の消費量が減少し ており 、

今後も ペーパーレ ス化によ っ て、 紙類の減少が見込まれる一方、 長寿社会の進展に伴い、 使用

済紙おむつは増加が見込まれます。

消費動向については、 2 0 2 1 年の後半頃から 、 コ ロ ナ禍から の経済回復及び世界情勢の不安

定化等を 受けて 物価上昇及び個人消費の抑制が続いており 、 家庭ご み量は、 2 0 2 1 年度から

2 0 2 4 年度にかけて大き く 減少し まし た。 今後、 個人消費が増加傾向と なっ た場合、 家庭ごみ

量が増加に転じ る 可能性があり ますが、 一方で個人の消費動向と し て、 家庭ごみ量の増加に繋

がら ないと 考えら れる電子書籍などのデジタ ルコ ン テンツや旅行・ レ ジャ ーなどの娯楽へのシ

フ ト などの変化も 見ら れます。 こ のよう に今後のごみ量への増減影響の予想は困難なため、 消

費動向の影響は、 見込まないこ と と し ます。

ま た、 観光都市である 本市で は、 観光動向がご み量に大き く 影響し ま す。 直近の動向は、

2 0 2 4 年の京都観光総合調査によると 、 観光客数は過去最高の2 0 1 5 年と 同水準に、 外国人観光

客数はコ ロナ禍前の２ 倍以上に増加、 宿泊客数及び観光消費額は過去最高を更新し ています。

こ う し た中でも 、観光動向の影響を受ける業者収集ごみ量は、2 0 2 4 年度値がコ ロナ禍前（ 2 0 1 9

年度） の水準を ７ ％程度下回っ ており 、 観光業も 含めた各業種での食品ロス削減などのごみ減

量が進んでいると 考えら れます。 そのため、 観光動向の影響は、 見込まないこ と と し ます。

図1 0　 本市の将来推計人口

1 0   国立社会保障・ 人口問題研究所の2 0 2 3 年出生中位・ 死亡中位推計を も と に考えると 、 2 0 2 4 年実績値から 2 0 3 0 年までの6 年間でさ ら に1 .8 ％減少2 .5 5 万人の減少

が見込まれます。

2 0 20 年 20 25 年 2 0 3 0年 2 03 5 年 20 40 年 2 04 5年 2 05 0 年

高齢化率

(6 5 歳以上の割合)

万人

左軸 右軸■０ ～1 4 歳　  ■15 ～6 4 歳

■6 5～74 歳　 ■7 5 歳以上

出典） 国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 2 0 23 年出生中位・ 死亡中位推計）
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２ .３ 　 循環型社会の実現に向けた国内外の情勢

（ １ ） 持続可能な社会に向けて

2 0 3 0 年までにより 良い世界を 目指すための共通目標と し て、 2 0 1 5 年に世界各国が「 持続可

能な開発目標」（ SD G s） に合意し まし た。 SD Gsは、 社会、 経済、 環境と いっ た様々な側面か

ら 1 7 の目標が設定さ れており 、 それぞれは互いに独立し たも のではないため、 統合的に解決す

べき こ と と し て設定さ れています。 ごみの関連では、 世界全体の一人当たり の食料の廃棄を 半

減さ せるこ と や海洋ごみなどによる海洋汚染を防止するこ と などが挙げら れています。

（ ２ ） 循環型社会に向けて

国際社会では、 欧州連合が、 2 0 2 0 年３ 月に新たな「 循環経済行動計画」 を 打ち 出し 、 具体

的な製品等について行動を 加速する 方針を 示し ている ほか、 2 0 2 2 年３ 月の国連環境総会にお

いて「 循環経済に関する決議」 がなさ れるなど 、 循環経済への移行が世界的な潮流と なっ てい

ます。

日本においても 、 2 0 2 4 年８ 月に策定し た「 第五次循環型社会形成推進基本計画～循環経済

を 国家戦略に～」 で、 資源循環への対応を 、 環境面のみなら ず、 経済面・ 社会面から も 重要な

課題と し て、循環経済への移行に国家戦略と し て取り 組み、気候変動や生物多様性の保全と いっ

た環境課題に加え、産業競争力強化、経済安全保障、地方創生・ 質の高いく ら し の実現と いう 様々

な社会課題の同時解決を目指すと し 、「 循環経済に関する関係閣僚会議」 を開催し 、 具体策を取

り まと めるなど、 循環経済への移行を 国家戦略と し て着実に推し 進めています。

また、「 食品ロス削減推進法」 に基づき 、食品ロス量を 2 0 3 0 年度までに2 0 0 0 年度比で家庭系・

事業系と も に半減する目標を2 0 2 0 年３ 月に定め、 さ ら に、 事業系目標の前倒し 達成を 受けて、

2 0 2 5 年３ 月に事業系目標を ６ 割減に上方修正するなど、 食品ロス対策を 進めています。  

図11 　 SD Gsの1 7の目標
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（ ３ ） 脱炭素社会に向けて

世界の平均気温の上昇を 工業化以前から 1 .5 ℃以下に抑える ための努力を 追求し ていく こ と

を 合意し た「 パリ 協定」（ 2 0 1 5 年） を 受け、 本市は2 0 1 9 年５ 月に、 国は2 0 2 0 年1 0 月に、 そ

れぞれ2 0 5 0 年カ ーボン ニュ ート ラ ルを 宣言し ていま す。 廃棄物・ 資源循環分野においても 、

日本の温室効果ガス（ G HG） 排出量の約3 6 ％は、 資源循環が排出削減に貢献でき る 余地があ

ると の試算（ コ ラ ム１ 参照） も あり 、 脱炭素化への貢献が求めら れています。

コ ラ ム1 資源循環の推進による G HG 排出削減

日本のG HG 排出量のう ち 、 廃棄物の焼却で排出さ れる 量は、 全体の約３ ％廃棄物の焼却で排出さ れる 量は、 全体の約３ ％にすぎません。

一方で、廃棄物の焼却以外の分野においても 、資源循環の取組が進むこ と で、効果が現れます。

例えば、 ペッ ト ボト ルを 利用し ていたも のを 、 マイ ボト ルを 利用し 、 自宅や職場など で給水

する よ う に変える と 、 その分のペッ ト ボト ル容器がご みと し て排出さ れないだけでなく 、 ペッ

ト ボト ルの製造、 運送の工程も 不要と なる ため、 その工程で発生する G HG も 削減でき る と 考え

る こ と ができ ます。 こ のよ う に考えた場合、 様々なモノ で資源循環の取組を 進めた場合、 その

ラ イ フ サイ ク ル全体でのG HG を削減でき る余地がある割合は、3 6 ％ラ イ フ サイ ク ル全体でのG HG を削減でき る余地がある割合は、3 6 ％であると 試算さ れています。

1 3

［ 温室効果ガスインベント リを基に作成］

出典： 第四次循環基本計画の第2 回点検及び循環経済工程表の策定について（ 環境省）

一酸化二窒素（ N 2O ）

産業 他 1％

廃棄物、 工業プロセスなど 0 .4％

メ タ ン（ CH 4）

産業 他 2％

廃棄物、 工業プロセスなど 0 .4％

非エネルギー起源の二酸化炭素（ CO 2）

エネルギー起源の二酸化炭素（ CO 2）

資源循環が貢献

できる余地あり

計36％

その他（ 間接CO 2等） 0 .3％

廃棄物 3％

工業プロセス及び

製品の使用 4％

代替フ ロン等4ガス

半導体その他製品製造 1％

冷蔵庫及び空調機器 3 .8％

その他 0 .3％

コ ークス製造 1％

事業用発電・ 熱供給 3 3％

家庭 4％

運輸（ 貨物） 

7％

運輸（ 旅客）

 9％

業務他（ 第三次産業）

 5％

製造業（ 上記を除く ） 0 .3％

機械 1％

非鉄金属 0 .2％

鉄鋼 1 1％

窯業・ 土石製品 2％

農林水産鉱建設業 2％

食品飲料 1％

繊維 0 .4％

パルプ・ 紙・ 紙加工品 1％

化学工業 5％

石油製品製造、 ガス製造 2％

図1 2 　 日本の部門別温室効果ガス排出量（ 2 01 9 年度、 貢献余地有無別）



（ ４ ） ネイ チャ ーポジティ ブの実現に向けて

2 0 2 2 年1 2 月に「 昆明・ モン ト リ オール生物多様性枠組」 が採択さ れ、 世界では2 0 3 0 年ま

でにネイ チャ ーポジティ ブ
1 1

の実現を 目指し ています。

天然資源投入量・ 消費量の抑制、 資源の長期的利用・ 循環利用等を 進めるこ と は、 生物多様

性や自然環境への負荷の低減になるため、 循環経済への移行によるネイ チャ ーポジティ ブ実現へ

の貢献も 求めら れています。

（ ５ ） プラ スチッ ク 資源循環に向けて

2022年に開催さ れた国連環境総会の決議を受け、 プラ スチッ ク 汚染を防ぐ ための国際条約の合

意に向けて、 政府間交渉が進めら れています。 日本においても、 プラ スチッ ク ごみ問題、 気候変動

問題、 諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応、 また、 循環経済への移行の必要性から、 国内にお

けるプラ スチッ ク 資源循環の重要性が高まっ ており 、 プラ スチッ ク 資源循環促進法
12

及び再資源化

事業等高度化法13の制定、 資源有効利用促進法14の改正等の関連法令の整備が進めら れています。

（ ６ ） 大規模自然災害への備え

日本では、 地震災害や水災害などの自然災害が毎年のよう に発生し ており 、 その際に発生す

る大量の災害廃棄物の処理や、 廃棄物処理施設が被災し た場合の公衆衛生の悪化などが大き な

課題と なっ ています。 特に、 南海ト ラ フ 地震の切迫性が高まっ ているこ と に加え 、 気候変動が

進行し 、勢力の強い台風や集中豪雨等の気象災害が頻発化・ 激甚化し ている中で、本市においても 、

花折断層を震源と する直下型地震や豪雨等による土砂災害・ 風水害等の発生が危惧さ れており 、

今後、 こ れら 大規模自然災害の発生等の危機にし なやかに対応でき る強靭な廃棄物処理体制を

構築し 、 本市の「 レ ジリ エンス」 を強化するこ と が必要不可欠です。

1 1  自然を 回復軌道に乗せる ために生物多様性の損失を 止め反転さ せる こ と 。

1 2  プラ スチッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法律（ 2 0 2 2 年４ 月施行）

1 3  資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する 法律（ 2 0 2 5 年２ 月施行）

1 4  資源の有効な利用の促進に関する 法律（ 2 0 0 1 年４ 月施行）

出典：「 地球規模生物多様性概況第５ 版（ G BO ５ ）」 を 基に環境省作成

消費と 廃棄物の削減

2 0 0 0
2 0 1 0

2 0 2 0
2 0 3 0

2 0 4 0
2 0 5 0

持続可能な生産

汚染、 侵略的外来種、

乱獲

気候変動対策

生態系の保全と 回復
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エ
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保
護BAU （ 今までどおり）

ネイチャーポジティ ブ
生物多様性の損失を止め、

反転さ せる

図1 3 　 生物多様性の損失を減ら し 、 回復さ せる行動の内訳

1 4



廃
棄

処
理

大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄の一方通行の社会

持続可能な循環型社会

生
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　費

廃
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処

　理

処

　理

廃

　棄

消

　費

生

　産

埋立

埋立
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資源
埋立

再生不可能な

資源
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　産

消

　費

処
理

廃
棄

消

　費
生
産

リ デュ ース（ 発生抑制）
（ 再生可能資源の活用）（ 再生可能資源の活用）

(３ ) 適正処理(３ ) 適正処理

焼却・
埋立

焼却・
埋立

リ デュ ース
リ サイ ク ル・

エネルギー創出
リ サイ ク ル・

エネルギー創出

リ ユースリ ユース

リ ユース
（ 再使用）
リ ユース

（ 再使用）
（ ２ ） リ サイ ク ル（ 再生利用）・

エネルギー創出
（ ２ ） リ サイ ク ル（ 再生利用）・

エネルギー創出
（ １ ）２ Ｒ（ １ ）２ Ｒ

（ ２ ）分別

分別分別

再生不可能な

資源

埋立

再生不可能な

資源

（ １ ） リ ニュ ーアブル

リ ニュ ーアブル
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３ .１ 　 施策の方向性と 必要な着眼点

（ １ ） 施策の方向性

●  く ら し と 事業活動において、モノ の生産から 、 流通、 使用、 廃棄に至る までの２ R（ リ デュ ース、

リ ユース） と リ ニュ ーアブ ルに取り 組みます。

● また、 よ り 質の高い資源循環に向け、 最大限資源と し て分別・ リ サイ ク ルを 進めます。

● リ サイ ク ルが技術的経済的な観点から 難し い場合には、 エネルギー創出を 進めます。

●  併せて、 一般廃棄物の処理を 担う

基礎自治体と し て、 平時はも ち ろ

ん、 災害発生時でも 常に発生する

一般廃棄物を 一日も 欠かさ ず適正

に処理でき る 体制を 確保する 必要

がある こ と から 、効率的・ 安定的

にごみを収集する体制の確保、ごみ

処理施設の適切な維持管理と 計画

的な整備を 進めます。

（ ２ ） 施策推進に当たっ て必要な着眼点

●  施策で成果を 上げるためには、市民・ 事業者・ 観光客などの対象と なる主体に十分に情報を 届け、

行動に移し ていただく こ と が重要である ため、 幅広い手法を 用いて、 到達主義での周知啓発を

実施し ていき ます。

●  市民・ 事業者の皆様が、 循環型社会に向けた取組を 積極的に実践いただける よ う 、 メ リ ッ ト を

感じ ら れる 、 イ ン セン ティ ブ が働く 施策を 実施し ていき ます。

●  SD G sが示すよ う に、 気候変動や生物多様性など の環境課題はも ち ろ ん 、 経済課題、 社会課題

はそれぞれ互いに関連し 合っ ている ため、 他の政策分野の視点も 取り 入れた施策を 推進する こ

と で、 相乗効果を 生み出すと と も にト レ ード オフ
1 5

を 最小化し 、 課題の同時解決を 図り ます。

● 京都で長年培われてき た「 も っ たいない」、「 し ま つのこ こ ろ 」 の精神を 活かすと と も に、 民間

事業者、 地域コ ミ ュ ニティ 、 大学、 学生など様々な主体から 知恵を 引き 出し 、 力を 借り ながら 、

行政だけでなく 、 まち 全体で施策を 推進し ていき ます。 そのために、 市役所から 率先垂範し て

いき ます。

●  AI
1 6

、 Io T
1 7

、 セン シン グ
18

など の新し い技術は、 環境課題の解決と 成長を 実現する 大き な可能

性が期待でき る ため、廃棄物・ 資源循環分野での有効な活用方法を 積極的に検討し ていき ま す。

3 2 0 3 0 年度までの重点施策及び目標

1 5  何かを 得る ために別の何かを 犠牲にし なければなら ない、 両立し ない相反する 要素の間でバラ ン スを 取る 状況や関係性

1 6  A I（ Artifi cia l In te l lig e nce ）： コ ンピュ ータ ーが人間の様に学習・ 推論・ 認識・ 判断などを 行う 技術の総称

1 7  Io T（ Inte rn et o f Th ings）： あら ゆる「 モノ 」 を イ ン タ ーネッ ト に接続し 、 データ のやり 取り を 行う 技術で、「 モノ のイ ン タ ーネッ ト 」 と も 呼ばれる 。

1 8  セン サーを 利用し て物理量や音・ 光・ 圧力・ 温度などを 計測・ 判別する こ と 。

1 6

天然資源
天然資源投入量の抑制

生 産（ 製造・ 流通等）

消費・ 使用

（ 出典： 環境省）

リ ニュ ーアブル Renewable

３ 番目 炭素回収・ 利用

３ 番目 再生利用 Recycl e

５ 番目 適正処分

４ 番目 熱回収

１ 番目 発生抑制 Red uce

１ 番目 発生抑制 Red uce

炭素貯留

最終処分（ 埋立）
廃 棄

２ 番目 再使用 Re use

中間処理（ 焼却・ リ サイ ク ル）

環境配慮設計

循環型社会形成推進基本法における資源の循環利用

及び処分の基本的な原則



３ .２ 　 ６ つの重点施策

３ .１ の施策の方向性と 必要な着眼点のも と 、「 ６ つの重点施策」 を 掲げ、 それら を 具体化し

た各種取組を 推進し ます。

重点施策① 発生抑制の推進

循環型社会に向けて優先し て取り 組むべき 発生抑制は、 脱炭素化の観点から も 重要で

ある ため、 市民・ 事業者・ 行政等の各主体によ る、 食品ロ スや使い捨てプラ スチッ ク を

はじ めと し た、 ごみの発生抑制のための施策を 推進し ていき ます。

重点施策② 資源循環の強化

資源を 循環的に利用し 、 最大限活用する こ と の重要性が増し ている ため、 行政による

資源物回収の分別品目や回収頻度、 回収場所等を 随時見直すこ と 、 地域コ ミ ュ ニティ ・

事業者と の協働を 進める こ と などにより 、 市民にと っ て利便性の高い分別回収体制の構

築を目指し ます。

また、 生ごみやプラ スチッ ク のリ サイ ク ルの推進や、 再生資源の積極的な活用の促進

によっ て、 質の高い資源循環システムの構築を 目指し ます。

重点施策③ 生ごみ（ 食品廃棄物） 対策

燃やすごみの約４ 割（ 重量比） を占める生ごみは、ごみの焼却効率を上げる観点から も 、

ごみ減量、 資源の有効利用の対策優先度が高い品目の一つであるため、 食品ロ ス削減や

資源循環に向けた施策を推進し ます。

重点施策④ プラ スチッ ク ・ 衣類対策

プ ラ スチッ ク と 合成繊維ででき た衣類は、 と も に原材料に石油等が使用さ れており 、

ごみと し て焼却さ れるこ と により 、 温室効果ガスが発生し ます。 また、 プラ スチッ ク は、

海洋等の自然環境への流出による海洋汚染の問題を 引き 起こ し ており 、 衣類は、 ラ イ フ

サイ ク ル全体で温室効果ガス排出量や水消費量が大き い品目です 。 こ のため、 こ れら の

環境負荷低減にも 貢献する、 発生抑制や資源循環に向けた施策を推進し ます。

重点施策⑤ 観光ごみへの対応

観光需要の高まり を受け、観光地等におけるマナーやごみの散乱等の問題が生じ ています。

市民生活と 観光の調和・ 両立の下、 京都観光を 持続可能なも のにし ていく ため、 京都で

長年培われてき た「 も っ たいない」、「 し まつのこ こ ろ 」、「 門掃き 」 と いっ た文化やマナー

を広めながら 、地域・ 観光関連事業者・ 観光客と の協働による観光ごみ対策を推進し ます。

重点施策⑥ 適正処理の確保のためのごみ処理体制の維持・ 更新

人口減少・ 長寿社会の進展・ 担い手不足への対応、 リ チウムイ オン 電池等に起因する

火災事故等のリ スク や頻発する大規模災害への備えが求めら れるなか、 将来にわたっ て、

災害時も含めた適正処理を確保できる持続可能なごみ処理体制を確立し 、維持し ていきます。  
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循環型社会に向けて優先し て取り 組むべき 発生抑制は、 脱炭素化の観点から も 重要であるた

め、 市民・ 事業者・ 行政等の各主体による、 食品ロスや使い捨てプラ スチッ ク をはじ めと し た、

ごみの発生抑制のための施策を 推進し ていき ます。

①－1 　 市民・ 事業者への具体的行動の提示・ 実践［ ★］

循環型社会に向けて、 事業者の皆様に実践いただき たい取組を まと めた、 ごみ減量・ 資源循

環のための指針に加えて、 市民の皆様に求めら れる発生抑制や再生可能資源を 原料と し た商品

の選択等の具体的な行動についても と り まと め、 提示し ていきます。

こ れらを地域学習会や事業者報告書制度を通じ て周知し、市民や事業者への浸透を図ると と も に、

各種認定・ 表彰制度等と の連携を通じ て、 取組意欲の向上、 主体的な取組の促進を図り ます。

①－2 　 次世代へのし まつのこ こ ろの継承

将来の京都を担う 次世代に、 京都で長年培われてき た「 も っ たいない」 や「 し まつのこ こ ろ 」

などの精神を 引き 継ぐ ため、「 さ すてな京都」 や「 京エコ ロジーセンタ ー」 での環境学習や、 学

校への出前授業を 通じ て、 循環型社会に向けて求めら れる 発生抑制等の具体的な行動を 周知啓

発し ていき ます。

①－3 　「 し まつのこ こ ろ条例」 の点検

「 し まつのこ こ ろ条例」 に規定し ている市民・ 事業者の取組内容や事業者報告書制度など 、また、

家庭ごみの有料指定袋制について、 ごみの排出状況や社会情勢の変化を 踏まえ 、 必要に応じ て

点検し ていき ます。

（ 次の生ごみやプラ スチッ ク の品目別の発生抑制施策は重点施策③、 ④を参照）

③－1 　 食品ロスの削減

④－1 　 プラ スチッ ク 対策への機運醸成

④－2 　 使い捨てプラ スチッ ク の削減

④－4 　 衣類ごみの発生抑制

［ ★］： 改定による強化策

重点施策●　 発生抑制の推進１

④－2 　 使い捨てプラ スチッ ク の削減
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コ ラ ム２ ２ R及び分別・ リ サイ ク ルの促進の２ つを 柱と し た「 し まつのこ こ ろ 条例」

１ 　 ６ つの分野における実施義務・ 努力義務の概要

分 野 業種等
上段： 関連事業者等の皆様の実施義務
下段： 上段の対と なる市民の皆様の努力義務

努力義務
（ 関連事業者等の皆様）

①も のづく り 製 造

長く 繰り 返し 使える製品への転換促進に
関する消費者向けのPRへの協力

・ 製品の軽量化等の環境配慮事項のPR
・ 分別収集や拠点回収への排出を 促すPR

長く 繰り 返し 使える製品の利用

②食 飲 食

食べ残さ ない食事を 促進するためのPR ・  食べ切れなかっ た料理の持帰り を 希望さ れる方
への対応

・  仕入量の調整など、 食品廃棄物等の発生抑制の
ための工夫の実施

・ 使い捨て容器等の使用抑制

食べ残さ ない食事の実践

③販売と 購入 小 売

ごみの少ないお買い物又は資源物の
回収を 消費者に促進するためのPR

・ 量り 売り や簡易包装、 省容器包装販売の推進
・  環境性能のあるレ ジ袋の有料化又はポイ ント 還

元の実施
・ マイ バッ グ持参の周知など、 レ ジ袋の使用抑制
・ 店頭回収の実施
・  食料品の見切り 販売など、 食品廃棄物等の発生

抑制のための工夫の実施
・  マイ ボト ル持参者への飲料のみの提供及びマイ

ボト ルの使用を 促す消費者への声掛け
・ 割り ばし やスプーンなどの要否と 必要数の確認

ごみの少ないお買い物の実践・ 資源
物の回収拠点への排出

レ ジ袋有料化の実施
（ 環境性能のあるレ ジ袋を 除く ）
レ ジ袋の要否と 必要枚数の確認

マイ バッ グの持参、 レジ袋の使用辞退

④催事
 （ イ ベント 等）

主催者
イ ベント における 資源ごみの分別回収 ・ イ ベント におけるマイ バッ グ持参等の呼び掛け

・ イ ベント におけるリ ユース食器の使用イ ベント における 資源ごみの分別排出

⑤観光等

ホテル
・ 旅館

宿泊者が資源ごみを 分別排出でき る
環境の提供又は分別排出方法の案内 宿泊施設での使い捨てアメ ニティ グッ ズの提供抑制

宿泊施設における 資源ごみの分別排出

土産物の
製造・ 小売

－

【 製造】  同一商品の自宅用簡易包装と 贈答用品の製
造・ 供給

【 小売】  自宅用簡易包装商品と 贈答用品の併売及び
購入者へのPR

・ 他都市での物産展における簡易包装のPR

⑥ 大学・ 共同
住宅等

大 学

学生への減量方法・ 分別ルールの周
知・ 啓発 大学における資源ごみの回収拠点の設置

－

集合住宅
管理者等

居住者への減量方法・ 分別ルールの
周知・ 啓発

－

－ 事業活動における IT化によるペーパーレ ス化や裏
面使用等による紙ごみを 中心と する２ Rの推進事業者全般 －

２ 　 事業者報告書制度及び市民モニタ ー制度

一定規模以上の事業者に対し て、 ２ Rや分別・ リ サイ ク ルの取組などの計画や実績の報告を義務

付ける事業者報告書制度を運用し ています。

また、 公募で選任し た市民モニタ ーから の報告を 通じ て、 小売店、 飲食店やイ ベン ト での優良

な取組事例などを把握し 、 公表し ています。

３ 　 分別義務

（ １ ） 家庭ごみ

次のごみは、 条例の分別義務の対象です。

→ 定期収集し ている資源ごみ（ 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル、プラスチッ ク類、小型金属類・ スプレー

缶、 古紙・ 雑がみ）、 大型ごみ

（ ２ ） 事業ごみ

次のごみは、 条例の分別義務の対象です。

→古紙・ 雑がみ
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資源を 循環的に利用し 、 最大限活用するこ と の重要性が増し ているため、 行政によ る資源物

回収の分別品目や回収頻度、 回収場所等を 随時見直すこ と 、 地域コ ミ ュ ニティ ・ 事業者と の協

働を進めるこ と などにより 、 市民にと っ て利便性の高い分別回収体制の構築を 目指し ます。

また、生ごみやプラ スチッ ク のリ サイ ク ルの推進や、再生資源の積極的な活用の促進によっ て、

質の高い資源循環システムの構築を目指し ます。

②－1 　 資源物回収拠点の拡充［ ★］

資源物回収拠点の拡充に向けて、行政による回収拠点は、大規模拠点と 小規模拠点の2 種に分け、

資源物の排出量やサイ ズに応じ た回収品目や配置を検討し ます。

大規模な拠点については、 上京リ サイ ク ルステーショ ン の

よ う に利用し やすい回収拠点（ 多品目回収、 土日利用可、 車

搬入可等） の複数配置、 また、 リ ユースやリ ペアなど親和性

のある 併設機能を 検討し 、 市民が排出し やすい回収体制を 拡

充さ せます。

小規模拠点については、特定の品目（ リ チウムイ オン電池内蔵製品等） を 回収対象と し 、市民

の日常生活の動線上（ 商業施設・ 公共施設等） へ配置を進めます。

②－2 　 リ ユースの促進［ ★］

まだ利用でき るにも かかわら ず、 引っ 越し や家財整理、 片

付けなどで廃棄さ れる ごみを 減ら すため、 また、 家庭に退蔵

さ れている 使用済みの大型家具や家電等が、 大規模災害発生

時に大量の災害廃棄物と し て排出さ れる おそれがある ため、

民間事業者（ リ ユース仲介事業者等） と も 積極的に連携し な

がら 、 リ ユースの拠点と なる 施設を 設置する など、 リ ユース

を促進し ていき ます。

②－3 　 市ごみ処理施設へのスト ッ ク ヤード の確保［ ★］

本市のごみ処理施設で大型ごみや持込ごみなどを受け入れた後に、現在の金属回収だけでなく 、

幅広く 資源を リ ユース・ リ サイ ク ルでき るよう 、 ク リ ーンセンタ ーの敷地にスト ッ ク ヤード を

整備するこ と を検討し ます。

②－4 　 店頭回収等の促進［ ★］

市民が日常の買い物行動の中で資源物を 排出する こ と ができ る店頭回収は、 質の高い資源循

環を進めていく う えでも 重要な役割を 担っ ているため、「 し まつのこ こ ろ 条例」 に基づき 、 幅広

い業種の小売店における資源物等の店頭回収の実施を促進し ます。

②－5 　 分別方法の周知啓発や指導の徹底

分別方法の定期的な周知啓発や不適正排出者に対する指導等を 通じ て、 市民・ 事業者の分別・

リ サイ ク ルを徹底し ます。 特に、本市へ転入さ れてきた方（ 大学生や外国人等） に対し 、マンショ

ン管理者や大学と も 連携し た効果的で分かり やすい周知啓発を 行う と と も に、 アプリ やAIを 活

用し た分別案内など、 情報サービスの充実等に取り 組みます。  

重点施策●　 資源循環の強化2
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②－6 　 地域・ 事業所の自主的な分別・ リ サイ ク ルの取組支援

地域の住民の皆様に資源物を 集団回収し ていただく コ ミ ュ ニティ 回収について、 引き 続き、

助成等を 通じ た支援を行います。 マンショ ン （ 業者収集） や事業所についても 、 雑がみなどの

資源物が地域と し て利便性高く 効率的に回収さ れる よう 、 回収業者等と も 連携し た取組を 推進

し ます。

②－7 　 再生資源（ リ サイ ク ルさ れた資源） の活用促進

市民や事業者の皆様に、堆肥、再生プラ チッ ク 、再生紙などの再生資源（ リ サイク ルさ れた資源）

を活用し た製品等を優先的に選択し て使用いただけるよう 、リ サイク ル業者や製造業者と も連携し 、

再生資源の活用を促進し ます。

②－8 　 より 質の高い資源循環に向けた取組の提案・ 情報発信

より 質の高い資源循環を 促進するため、 リ ユース・ リ サイ ク

ルだけでなく 、 製品の適切な長期利用につながるシェ アリ ング

やリ ペア、 資源の有効利用や新たな価値の創出につながるアッ

プサイ ク ル
1 9

など の取組が広がるよ う 、 市民や事業者へ積極的

に提案・ 情報発信し ていき ます。

（ 次の生ごみやプラ スチッ ク ・ 衣類の品目別の資源循環施策は重点施策③、 ④を参照）

③－2 　 生ごみの資源循環（ リ サイ ク ル）

④－3 　 プラ スチッ ク の資源循環

④－5 　 衣類の資源循環

コ ラ ム３ 利便性の高い資源物回収拠点の事例

○　 大規模な資源物回収拠点「 上京リ サイ ク ルステーショ ン」

古紙類や古着類、 小型家電など、 1 6 品目の資源物を回収し ている大規模な資源物回収拠点。 年

末年始を 除く 土日祝の休日でも 利用でき る ほか、 車で直接搬入するこ と も でき ます。 年間延べ約

1 0 万人の市民の皆様にご利用いただいています。

○　 リ チウムイ オン電池内蔵製品の回収拠点の拡充

収集運搬車両やごみ処理施設での火災事故の原因と なる リ チウムイ オン 電池及び内蔵製品（ モ

バイ ルバッ テリ ー、 電子タ バコ 等） について、 排出のし やすさ の向上を 図るため、 消防局や商業

施設と 連携し 、 休日でも 利用でき る拠点の拡充を進めています。

具体的には、市内８ か所の消防署において、小型家電、充電式電池、乾電池を回収し ているほか、

一部のイ オン 系列店舗では、 小型のリ チウムイ オン 電池使用製品に特化し た回収ボッ ク スを 設置

し ています。

1 9  不要になっ たも のや廃棄さ れる予定のも のにデザイ ンやアイ デアと いっ た新たな付加価値を 加えて、 元のも のよ り も 価値の高いも のに生まれ変わら せるこ と 。
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燃やすごみの約４ 割（ 重量比） を 占める生ごみは、 ごみの焼却効率を 上げる 観点から も 、 ご

み減量、 資源の有効利用の対策優先度が高い品目の一つであるため、 食品ロス削減や資源循環

に向けた施策を推進し ます。

③－１ 　 食品ロスの削減

□フ ード テッ ク サービスの利用促進［ ★］

AIやIo Tなどのデジタ ル技術等で食分野の課題解決を 図

るフ ード テッ ク サービスを 展開する 事業者と 連携し 、 飲食

店や食品小売店等のフ ード テッ ク サービスの利用拡大を 図

ると と も に、市民へも 周知し 、食品ロス削減に向けた事業者・

市民の行動変容を促し ます。

□フ ード バンク 活動の支援・ フ ード ド ラ イ ブの実施［ ★］

フ ード バンク 団体が実施する食品ロス削減に資する取組に対し 、助成を行う こ と により 、フ ー

ド バンク 活動を支援し ます。

また、 市役所へのフ ード ド ラ イ ブの常設窓口の設置など、 公共施設等でのフ ード ド ラ イ ブ

の実施をはじ め、市民や市内で働く 方が食品を寄付し やすい環境づく り を事業者と 連携し て進め、

福祉分野と も 連携し ながら、 様々な事情で食品を必要と する方々への支援につなげていきます。

□市民・ 事業者と 連携し た取組の推進・ 支援

こ れまでから 推進し ている以下の取組等を 市民・ 事業者と 連携し て更に推進し ます。

・  食べ残し ゼロ推進店舗認定制度、 事業者報告書制度、 ２ R及

び分別・ リ サイ ク ル活動優良賞受賞事業所における食品ロス

削減の優良事例を 、飲食店や宿泊施設、食品小売店等の食品・

観光関連事業者と 積極的に情報共有し 、 導入を支援

・  商慣習の見直し 「 販売期限の延長」（ 賞味・ 消費期限より 前

に販売をやめて廃棄さ れる食品を減ら す取組） を食品スーパー

だけでなく 、 他の食品小売事業者にも 促進・ 拡大

重点施策●　 生ごみ（ 食品廃棄物） 対策３

コ ラ ム４ 食品ロスの削減（ 詳し く は、 ５ 食品ロス削減推進計画  を 参照）

食品ロス（ 本来食べら れるにも かかわら ず捨てら れてし まう 食べ物） は、その生産や廃棄において、

多く のエネルギーが投入さ れ、 温室効果ガスが排出さ れています。 また、 世界では食べ物を十分に得

ら れず、飢えに苦し む人々が約8 億人も います。 そのため、必要な食べ物を必要な人に必要なだけ届け、

食品ロスを削減するこ と が急務です。

家庭では、 食べ切れる 量を あら かじ め見極め、 それに見合っ た量の買い物や調理を 心がけるこ と

が重要であり 、 食品を必要と さ れている方に寄付する と いう 手段も あり ます。

お店では、 需要に見合っ た量の仕入れや仕込み、 納品・ 販売期限の延長等による 商慣習の見直し 、

お客様が食べ切れる商品・ メ ニュ ーの販売・ 提供等の取組が重要です。
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③－２ 　 生ごみの資源循環（ リ サイ ク ル）

□家庭系・ 事業系生ごみのバイ オガス化の検討・ 研究［ ★］

生ごみから の効率的なエネルギー回収を 行う ため、 今後、 新設するク リ ーンセンタ ーの焼

却施設にバイ オガス化施設を 併設（ コ ンバイ ンド 方式） するこ と 及び発生するバイ オガスを

発電又はガス利用するこ と を検討し ていき ます。

また、 地域循環共生圏2 0の形成に向け、 生ごみのバイ オガス化に伴っ て発生し た発酵残渣

の堆肥利用等によ り 、 地域振興、 活性化に寄与するバイ オガス化を 核と し た分散型の資源循

環の仕組みを 、 京北地域における取組の成果や課題等を踏まえ、 研究し ていき ます。

□事業系生ごみの食品リ サイ ク ル推進［ ★］

事業系生ごみの食品リ サイ ク ル推進に向けて、 食品リ サイ ク ル法2 1の対象事業者にかかわ

ら ず、 生ごみを 排出する事業者に対し て、 事業者向けのごみ減量・ 資源循環のための指針や

事業者報告書制度を 活用し 、飼料化や堆肥化等による食品リ サイ ク ルの働き かけを 行います。

また、 飼料や堆肥等のリ サイ ク ル製品の需給を一体的に増やし ていけるよう 、 民間事業者

と 連携・ 協力し 、 リ サイ ク ルの受け皿の拡充を図り ます。

□業者収集ごみの搬入手数料の点検

市焼却施設での事業系一般廃棄物の搬入手数料が、 ごみ処理コ スト や民間の食品リ サイ ク

ル料金より も 低いこ と を踏まえ、 排出事業者責任の考え方に基づき 、 民間リ サイ ク ルを阻害せ

ず、 かつ事業者に過度な負担を強いない適切な搬入手数料のあり 方を定期的に点検し ます。

コ ラ ム５ 京北地域におけるバイ オガス化の取組

地域、 事業者、 本市の連携により 、 地域資源を 活用し 、 中山間地域の活性化を図る 地域循環共生

圏のモデルと し て、 京北地域において、 家庭や事業者から 分別回収し た生ごみをバイ オガス化施設で

バイ オガス化し 、 生成さ れた液肥で育てた農作物を市街地へ販売（ 還元） する資源循環の取組を進め

ています。

2 0   地域資源を 持続的に活用し て環境・ 経済・ 社会を統合的に向上し ていく 事業を 生み出し 続けるこ と で、 地域課題を 解決し 続ける 「 自立し た地域」 を つく る と と も に、

それぞれの地域の個性を 活かし て地域同士が支え合う ネッ ト ワーク を 形成する 「 自立・ 分散型社会」 の実現を 目指す考え方

2 1  食品循環資源の再生利用等の促進に関する 法律（ 2 0 0 1 年５ 月施行）

発生する
バイオガスは

熱利用

生ごみ

液 肥

市街地（ ホテル等）

京北地域の営農者京北地域の住民

生ごみ

米・ 野菜

液 肥

（ 1ト ン／日）バイ オガス化施設

バイオガスは

（ 1ト ン／日）

生ごみ
生ごみ
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プラ スチッ ク と 合成繊維ででき た衣類は、 と も に原材料に石油等が使用さ れており 、 ごみと

し て焼却さ れるこ と によ り 、 温室効果ガスが発生し ます。 また、 プラ スチッ ク は、 海洋等の自

然環境への流出による海洋汚染の問題を 引き 起こ し ており 、 衣類は、 ラ イ フ サイ ク ル全体で温

室効果ガス排出量や水消費量が大きい品目です。 こ のため、こ れら の環境負荷低減にも 貢献する、

発生抑制や資源循環に向けた施策を推進し ます。

④－１ 　 プラ スチッ ク 対策への機運醸成［ ★］

市民・ 事業者・ 行政でプラ スチッ ク 対策への共通認識を 持てる よう 、 市民・ 事業者へ周知し

ていく と と も に、 積極的に対話を 促進し 、 使い捨てプラ スチッ ク を はじ めと し た多種多様な品

目ごと にリ デュ ース、 リ ユース、 リ ニュ ーアブルなど 、 最適な手段でのプラ スチッ ク 削減の具

体策を検討・ 実施し 、 プラ スチッ ク 対策への機運を 醸成し ていき ます。

併せて、 大学と 連携し て実施し た、 市内河川のマイ ク ロ プラ スチッ ク
2 2

の実態把握結果等を

活用し 、 マイ ク ロプラ スチッ ク を はじ めと し たプラ スチッ ク 問題と その対策について、 市民・

事業者への啓発を推進し ていき ます。

④－２ 　 使い捨てプラ スチッ ク の削減

プラ スチッ ク ごみの大部分を 占める使い捨てプラ スチッ ク を 減ら すため、 代替手段のある品

目（ レ ジ袋、 ペッ ト ボト ルなど） だけでなく 、 小売・ 飲食段階で付加さ れる発生量が多い品目

に対し ても 、 市民・ 事業者と と も に、 発生抑制に取り 組みます。

□容器包装削減やリ ユース食器利用、 素材代替の促進［ ★］

リ ユース容器（ マイ 容器等） 利用やはだか売り によ る 容器包装削減

やリ ユース食器の利用、食器や容器包装のプラスチッ クからの素材代替（ リ

ニュ ーアブル含む） を支援し 、 使い捨てプラスチッ ク を削減し ます。

重点施策●　 プラ スチッ ク ・ 衣類対策４

2 2   一般に５ m m 未満の微細なプラ スチッ ク 類を 指し 、 プラ スチッ ク ごみが波や紫外線等の影響で細かく なるこ と や、 洗顔料や歯磨き粉へのスク ラ ブ剤と し ての使用、

合成繊維の衣料の洗濯等によ り 環境中に排出さ れる。

コ ラ ム６ プラ スチッ ク ごみ対策

○ プラ スチッ ク ごみ対策が重要な理由

プラスチッ ク は、原材料と し て石油等が使用さ れており 、その焼却が地球温暖化の原因の一つと なっ

ています。 また、 プラ スチッ ク ごみが海洋等の自然環境に流出するこ と によ る海洋汚染が世界的

な問題と なっ ており 、 流出し たプラ スチッ ク ごみに起因するマイ ク ロ プラ スチッ ク によ る 生態系

への影響が懸念さ れています。

○ どう 取り 組めばいい？

プラ スチッ ク から の素材転換や使い捨てから 再使用でき るも のへの転換、 使用さ れたプラ スチッ

ク の分別・ リ サイ ク ルの徹底、 プラ スチッ ク 使用が必要不可欠で焼却せざるを得ないも の（ 衛生目

的のも の、 可燃用ごみ袋など） へのバイ オマスプラ スチッ ク の導入、 メ ーカ ーがプラ スチッ ク を原

料と する場合に再生プラ スチッ ク を導入するこ と などが重要です。

プラ スチッ ク は、 利便性や機能性が高く 、 様々な用途で使用さ れて社会に広く 深く 浸透し てい

て、ただちに減ら すこ と は容易ではあり ませんが、市民・ 事業者・ 行政など様々な主体間で対話し 、

相互理解を深め、 具体的な転換を進めていく こ と が重要です。
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□レ ジ袋（ プラ スチッ ク 製買物袋） の更なる削減［ ★］

有料化義務化の対象と なら ないレジ袋を含め、 更なるレジ袋の削減に向け、 小売事業者と 連

携し た取組を実施し ます。

□ペッ ト ボト ルをはじ めと し た使い捨て飲料容器の削減［ ★］

ペッ ト ボト ル・ プラ スチッ ク カ ッ プなどの使い捨て飲料容器の削減を 進める ため、 まちな

かや地域イ ベント への給水機の設置を 民間事業者と も 連携し て進め、 それら の位置情報等を

積極的に発信し 、 マイ ボト ルの利用を 促進し ます。 また、 マイ ボト ル推奨店舗など使い捨て

プラ スチッ ク の削減に取り 組む事業者を推奨し 、 事業者の取組を支援し ます。

④－３ 　 プラ スチッ ク の資源循環

□プラ スチッ ク 類の分別回収の促進［ ★］

「 プラ スチッ ク 類」 の分別対象と なるプラ スチッ ク ごみの種類や汚れの度合いなどを、 市民

に分かり やすく 丁寧に周知啓発し 、 分別回収を促進し ていきます。

また、 プラ スチッ ク 製容器包装と の一括回収を 開始し たプラ スチッ

ク 製品（ 容器包装以外のプラ スチッ ク ） について、 拡大生産者責任をよ

り 重視し た制度の構築を国に求めていきます。

□ペッ ト ボト ルのより 質の高い回収・ リ サイ ク ルの推進

国内における ペッ ト ボト ルから ペッ ト ボト ルへの完全循環型のリ サイ ク ルの定着に向け、

小売業者や収集運搬業者、 リ サイ ク ル業者等の民間事業者と も 連携し 、 ペッ ト ボト ルの効率

的な回収、 高品質なリ サイク ルを推進し ます。

④－４ 　 衣類ごみの発生抑制［ ★］

衣類の環境負荷やサステナブ ルフ ァ ッ ショ ン について、 市民に

十分に周知し 機運を醸成し 、 衣類の適量購入を促進し ていきます。

④－５ 　 衣類の資源循環［ ★］

不要になっ た衣類について、 民間事業者と も 連携し て回収体制を 拡充さ せる と と も に、 ま

だ着るこ と ができ る衣類は、 地域内でのリ ユースルート を 新たに生み出すなど 、 衣類の循環

を促進し ます。

コ ラ ム７ サステナブルフ ァ ッ ショ ンの必要性

フ ァ ッ ショ ン 産業では、 原材料の調達、 生地・ 衣服の製造、 そし て輸送から 廃棄に至る まで、

それぞれの段階で環境に負荷を 与えています。 特に、 衣服の製造プロ セスでは多く のCO 2が排出

さ れます。 また、 原料と なる 植物の栽培や染色等で大量の水が使われ、 生産過程で余っ た生地な

どの廃棄物も 出ます。 服一着を 作る にも 多く の資源が必要と なり ますが、 大量に衣服が生産・ 消

費さ れている昨今、 その環境負荷は大きく なっ ています。

○ どう 取り 組めばいい？

まずは今持っ ている 衣服を 長く 大切に着る こ と 、 次に、 新たに服を購入する 際は、 本当に必要

か先のこ と を 考える こ と 、 リ ユース品を 積極的に選択する こ と 、 環境に配慮し て作ら れているか

を 確認する こ と 、 最後に衣服を手放す際は、 リ ユースショ ッ プや店頭回収等を 利用し て、 衣服を

資源と し て循環さ せるこ と などが重要です。
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2 3   太陽光発電機能・ 圧縮機能を 搭載し ており 、 容器容量の５ ～６ 倍程度のごみを 格納でき るほか、 Io T技術によ るごみ量の把握が可能である こ と から 、 収集作業の合

理化を 図る と と も に、 ごみ箱が溢れて散乱する こ と を 防止する 効果が期待でき る ごみ箱

観光需要の高まり を 受け、 観光地等における マナーやごみの散乱等の問題が生じ ています。

市民生活と 観光の調和・ 両立の下、 京都観光を 持続可能なも のにし ていく ため、 京都で長年培

われてき た「 も っ たいない」、「 し まつのこ こ ろ 」、「 門掃き 」 と いっ た文化やマナーを広めながら 、

地域・ 観光関連事業者・ 観光客と の協働による観光ごみ対策を推進し ます。

⑤－１ 　 観光関連事業者の取組促進［ ★］

観光関連事業者に対し 、 事業者向けのごみ減量・ 資源循環のための指針を 活用し 、 観光客の

食品ロス削減やごみの分別排出につながる 情報を 積極的に提供する こ と によ り 、 観光関連事業

者による取組を促進し ます。

⑤－２ 　 散乱ごみ対策の充実［ ★］

散乱ごみ対策と し て、観光客へのごみ出し マナーなどの周知、

地域の市民等による 美化活動への支援等の継続、 民間事業者

から の寄付によ る スマート ごみ箱2 3の設置など、 地域や事業

者と の連携による地域の実情に応じ た取組を 充実さ せます。

重点施策●　 観光ごみへの対応５

コ ラ ム８ 嵐山地域における地域・ 事業者と の連携による散乱ごみ対策

多く の観光客が訪れる 嵐山地域では、 嵐山商店街を はじ め、 保勝会、 大学、 ボラ ン ティ ア 団体、

鉄道会社、 本市など、 多様な主体が自由闊達に議論する座談会「 嵐山ごみ課題サミ ッ ト 」 において多

様な取組を企画し 、 地域・ 事業者・ 行政の３ 者連携により 、 散乱ごみ対策を実施し ています。

＜嵐山地域で2 0 2 5 秋の観光シーズンに実施し た主な取組＞

□ 「 食べら れるスプーン」 を活用し たごみ減量の取組

□ 串を捨てる専用ごみ容器の試験設置

□  店舗でのご み回収に協力し た方へ記念品（ オリ ジナルの御守）

をお渡し する「 ハート バッ ク 制度」

□ 毎日決まっ た時間に店先を一斉に清掃する「 ク リ ーンタ イ ム」

□ ボラ ンティ ア団体による外国人観光客等へのマナー啓発

本市では、 こ う し た取組に、 必要経費を補助すると と も に、 その取

組内容の検討段階から 助言等を行う 伴走支援を実施し ています。

手作り し たオリ ジナルの

「 御守」
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人口減少・ 長寿社会の進展・ 担い手不足への対応、 リ チウムイ オン電池等に起因する 火災事

故等のリ スク や頻発する大規模災害への備えが求めら れるなか、 将来にわたっ て、 災害時も 含

めた適正処理を確保でき る持続可能なごみ処理体制を確立し 、 維持し ていき ます。

⑥－１ 　 リ チウムイ オン電池対策［ ★］

収集運搬車両やごみ処理施設での火災事故の原因と なるリ チウムイ オン電池及び内蔵製品（ モ

バイ ルバッ テリ ー、電子タ バコ など） について、市民の日常生活の動線上（ 商業施設・ 公共施設等）

に当該製品に特化し た回収ボッ ク スの配置を 拡充さ せる と と

も に、 適切に分別排出し ていただける よ う 、 周知啓発を 徹底

し ます。

また、 誤排出によ る ごみ処理プロ セスでの火災リ スク が非

常に高いため、 ごみ処理施設の消火設備増強の継続、 諸課題

を考慮し た安全対策と 分別回収でき る枠組みを検討し ます。

⑥－２ 　 長寿社会の進展への対応［ ★］

地域コ ミ ュ ニティ や介護支援など の福祉施策等と も 連携し 、 ごみ収

集福祉サービ スの拡充など、 高齢者のごみ出し や分別の支援を 充実さ

せます。

また、 今後増加が見込まれる 紙おむつについては、 リ サイ ク ル技術

の進展や民間リ サイ ク ル施設の整備状況を注視し ていき ます。

重点施策●　 適正処理の確保のためのごみ処理体制の維持・ 更新６

コ ラ ム９ リ チウムイ オン電池によるごみ処理施設での火災事故

リ チウムイ オン電池及び内蔵製品の誤排出によっ て 、 全国的に

収集運搬車両やごみ処理施設での火災リ スク が非常に高く なっ て

おり 、 混入防止対策が喫緊の課題と なっ ています。

京都市でも 2026年１ 月、 南部ク リ ーンセンタ ー選別資源化施設

で大規模な火災が発生し まし た。 ごみに混入し たリ チウムイ オン

電池の発火が原因と みら れています。 火災に伴い、 建物や設備が

傷つき、 消火活動による水没などの大きな被害を受けまし た。

今後、 こ う し た火災事故を起こ さ ないよう 、 リ チウムイ オン電

池を使用し た製品に注意し 、 市の案内に従っ て適正に分別排出し

ていただく こ と が重要です。
南部ク リ ーンセンタ ーでの

火災発生時の様子
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⑥－３ 　 適切な直営・ 民間連携によるごみ処理体制の維持・ 更新

ごみ処理の更なる効率化の観点から 、 民間連携を 進めつつ、 災害発生時の迅速な対応も 視野

に入れ、 必要な直営体制を 維持するなど 、 直営と 民間連携のバラ ン スが取れた持続可能なごみ

処理体制を維持・ 更新し ていき ます。

⑥－４ 　 災害廃棄物処理体制の強靭化

平時から 使用済み退蔵品の排出等の周知啓発、 図

上演習や他市町村への災害支援を通じ た経験の蓄積、

被災家屋の解体・ 収集運搬・ 処分等に係る 民間団体

等と の連携強化による災害への備えを進めると と も に、

発災時に対応でき る 人員や機材、 仮置場候補地の確

保に向けた調査や調整を進めます。

また、 埋立処分地の延命策の検討・ 実施を 進める

と と も に、 発災時における 埋立処分の実施に備え 、 他都市における埋立処分地の整備・ 運用事

例の調査や技術の検討を 実施する など、 発災時に迅速かつ適切に対応でき る 災害廃棄物処理体

制の強靭化を 図り ます。

コ ラ ム10 災害廃棄物処理計画の推進

近年、 東日本大震災（ 2 0 1 1 年３ 月）、 熊本地震（ 2 0 1 6 年４ 月）、 九州北部豪雨災害（ 2 0 1 7

年７ 月）、 平成 3 0  年７ 月豪雨（ 2 0 1 8 年７ 月）、 令和２ 年７ 月豪雨（ 2 0 2 0 年７ 月）、 能登半島

地震（ 2 0 2 4 年１ 月） など全国各地で大規模災害が発生し ています。

本市では、 こ のよ う な大規模な災害発生時においても 、 災害廃棄物を 迅速・ 適正かつ安全で

衛生的に処理し 、 生活環境の確保と 一日も 早い復旧・ 復興を 図る ため、「 京都市災害廃棄物処

理計画」 を 策定（ 1 9 9 8 年策定、 2 0 2 4 年最新改定） し ています。

「 京都市災害廃棄物処理計画」 では、 以下の５ つの基本方針のも と 、 具体的な対応策を 定め

ており 、 大規模な災害発生時には、 こ の計画に基づき 、 迅速に対応し ていき ます。

（ １ ） 迅速かつ安全・ 衛生的な処理   （ ４ ） 分別・ リ サイ ク ルの推進

（ ２ ） 効率的な処理          （ ５ ） 歴史的遺産・ 文化財等への留意

（ ３ ） 環境への影響に留意し た処理
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３ .３ 　 指標及び数値目標

持続可能な循環型社会の実現に向け、 市民・ 事業者・ 行政が一致団結し て意欲的に取り 組む

と と も に、 取組の成果を確認するため、 指標及び数値目標を設定し 、 進捗を管理し ていき ます。

なお、一部指標については、数値目標を設定せず、推移をモニタ リ ングし ていく こ と と し ます。

分 類 指 標
平成12

（ 20 0 0）年度
令和元

（ 2 01 9 ）年度
令和６

（ 2 0 24 ）年度
令和12

（ 2 03 0）年度目標
主な関連
重点施策

ごみ量

［ １ ］

市受入量 8 2 万ト ン 4 0 .9 万ト ン 3 6 .5 万ト ン 3 4 .0 万ト ン ★

① ～ ④

市民1 人1日当たり 1 ,5 3 0 g 7 6 2 ｇ 6 9 5 ｇ 6 6 0 ｇ

内 

訳

家庭 3 5 万ト ン 2 1 .2 万ト ン 1 8 .8 万ト ン 1 7 .7 万ト ン

市民1 人1 日当たり 6 4 0 g 3 9 6 ｇ 3 5 9 ｇ 3 4 3 ｇ

事業 4 7 万ト ン 1 9 .7 万ト ン 1 7 .7 万ト ン 1 6 .3 万ト ン

市民1 人1日当たり 8 9 0 g 3 6 6 ｇ 3 3 6 ｇ 3 1 6 ｇ

［ ２ ］

ごみ焼却量 7 6 万ト ン 3 8 .2 万ト ン 3 3 .0 万ト ン 3 0 .0 万ト ン ★

① ～ ④

市民1 人1日当たり 1 ,4 2 0 g 7 1 1 ｇ 6 3 0 ｇ 5 8 2 ｇ

内 

訳

家庭 3 3 万ト ン 1 9 .0 万ト ン 1 6 .2 万ト ン 1 4 .6 万ト ン

市民1 人1 日当たり 6 1 5 g 3 5 4 ｇ 3 0 8 ｇ 2 8 3 ｇ

事業 4 3 万ト ン 1 9 .2 万ト ン 1 6 .9 万ト ン 1 5 .4 万ト ン

市民1 人1日当たり 8 0 5 g 3 5 7 ｇ 3 2 2 ｇ 2 9 9 ｇ

［ ３ ］ 最終処分量 1 6 .5 万ト ン 5 .1 万ト ン 4 .3 万ト ン 4 .0 万ト ン ★ ① ～ ⑥

発生抑制

［ ４ ］

食品ロス排出量 9 .6 万ト ン 6 .1 万ト ン 4 .7 万ト ン 4 .0 万ト ン ★

① ③

市民1 人1日当たり 1 7 9 g 1 1 4 ｇ 9 0 ｇ 7 8 ｇ

内 

訳

家庭 4 .0 万ト ン 2 .5 万ト ン 2 .1 万ト ン 1 .8 万ト ン

市民1 人1 日当たり 7 5 g 4 7 ｇ 4 0 ｇ 3 5 ｇ

事業 5 .6 万ト ン 3 .6 万ト ン 2 .6 万ト ン 2 .2 万ト ン

市民1 人1 日当たり 1 0 4 g 6 7 ｇ 5 0 ｇ 4 3 ｇ

［ ５ ］
使い捨てプ ラ スチッ ク 排出量（ 家庭）★ 3 .6 6 万ト ン

（ 2 0 0 5 年度）
3 .1 7 万ト ン 2 .9 4 万ト ン 2 .6 6 万ト ン ★

① ④

市民1 人1日当たり 6 8 g 5 9 ｇ 5 6 ｇ 5 2 ｇ

［ ６ ］
レ ジ袋使用量（ 家庭） 5 ,2 0 0 ト ン 2 ,5 0 0 ト ン 1 ,2 0 0 ト ン 4 0 0 ト ン

① ④
市民1人当たり 3 4 0 枚 2 2 0 枚 1 1 0 枚 3 5 枚

［ ７ ］
ペッ ト ボト ル排出量（ 家庭） 3 ,6 0 0 ト ン 3 ,4 0 0 ト ン 3 ,4 0 0 ト ン 1 ,6 0 0 ト ン

① ④
市民1 人当たり 9 0 本 9 0 本 9 0 本 4 5 本

資源循環

［ ８ ］ 食品廃棄物リ サイ ク ル率（ 事業） ― 1 9 % 2 5 % 3 6 % ② ③

［ ９ ］ プラ スチッ ク ごみ分別実施率（ 家庭） ― 4 6 % 4 8 % 6 0 % ② ④

［ 1 0 ］ 再生利用率 ― 3 1 % 3 5 % 3 9 % ② ③ ④

［ 1 1 ］ 市拠点での資源物回収量（ 家庭）★ ― 2 ,6 0 0 ト ン 3 ,6 0 0 ト ン ―※ ②

脱炭素化 ［ 1 2 ］
廃棄物処理に伴う
温室効果ガス排出量

2 8 万ト ン
1 7 .2 万ト ン

（ 2 0 1 3 年度）
1 4 .8 万ト ン

（ 2 0 2 3 年度）
1 1 .3 万ト ン ① ② ④

リ ニュ ー
アブル

［ 1 3 ］
バイ オプラ スチッ ク 製容器包
装排出割合（ レ ジ袋）

― ― 3 7 % ―
※

④

LiB対策 ［ 1 4 ］
充電式電池及びその内蔵製品
の市回収量（ 家庭）★ ― 1 8 .5 ト ン 6 4 .0 ト ン ―※ ② ⑥

注）「 ★」 はプラ ン改定において、 新規設定し た指標・ 上方修正し た数値目標

  「 ※」 は数値目標を設定せず、 モニタ リ ングを 行う 指標

表２ 　 指標一覧
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（ １ ） ごみ量に関する指標

［ １ ］　 市受入量［ ★］

市の処理施設で受け入れる ごみの量。 市民・ 事業者の皆様の２ Rや自主的な分別・ リ サイ

ク ル（ 民間古紙回収や店頭回収等の民間リ サイ ク ル） の取組の効果を 把握する指標です。

●  2 0 1 9 年度実績4 0 .9 万ト ンから 3 7 .0 万ト ンにする 当初目標を 上方修正し 、 3 4 .0 万ト ンに

するこ と を目指し ます。

［ ２ ］　 ごみ焼却量［ ★］

市の処理施設で焼却する ごみの量。 市民・ 事業者の皆様の２ R及び分別・ リ サイ ク ルや市

の資源化（ バイ オガス化等） の取組の効果を把握する指標です。

●  2 0 1 9 年度実績3 8 .2 万ト ンから 3 3 .0 万ト ンにする 当初目標を 上方修正し 、 3 0 .0 万ト ンに

するこ と を目指し ます。

［ ★］： 改定により 、 新規設定し た指標・ 上方修正し た数値目標

［ ３ ］　 最終処分量［ ★］

市が最終処分（ 埋め立て） するごみの量。 本市唯一の最終処分場である 東部山間埋立処分

地を でき る 限り 長く 活用する ため、 市民・ 事業者の皆様の２ R及び分別・ リ サイ ク ルや市の

資源化（ バイ オガス化等） の効果を 把握する指標です。

●  ［ ２ ］「 ごみ焼却量」 の目標を 達成し た場合の数値に残灰率2 4を 乗じ て4 .0 万ト ンと 設定し

ています。

●  実績を踏まえたプラ ン改定で、当初目標の4.4万ト ンから 4 .0 万ト ンへ目標を上方修正し ます。

市受入量及びごみ焼却量の上方修正し た目標値の考え方

本プランに掲げるごみ減量・ 資源循環施策の実施効果及び今後の社会変化影響を次のと おり 見込みます。

施策効果／社会変化
個別指標の2 0 3 0 年度目標（ 2 0 2 4 年度値）

／見込まれる社会変化
市受入量の2 0 2 4 年度値

から の削減量
ごみ焼却量の2 0 2 4 年度値

から の削減量

使い捨てプラ スチッ ク 削減
使い捨てプラ スチッ ク 排出量（ 家庭）
目標： 2 .6 6 万ト ン（ 2 .9 4 万ト ン）

△0 .3 万ト ン △0 .3 万ト ン

プラ スチッ ク 分別促進
プラ スチッ ク ごみ分別実施率（ 家庭）
目標： 6 0 ％（ 4 8 ％）

ー △0 .5 万ト ン

食品ロス対策推進
食品ロス排出量
目標： 4 .0 万ト ン（ 4 .7 万ト ン）

△0 .7 万ト ン △0 .7 万ト ン

事業系食品リ サイ ク ル推進
食品廃棄物リ サイ ク ル率（ 事業）
目標： 3 6 ％（ 2 5 ％）

△0 .6 万ト ン △0 .6 万ト ン

民間回収の促進
再生利用率
目標： 3 9 ％（ 3 5 ％）

△0 .4 万ト ン △0 .4 万ト ン

人口減少 人口が2 .5 5 万人減少 △0 .4 万ト ン △0 .4 万ト ン

ペーパーレ ス化 紙消費量が1 8 .2 ％減少 △0 .2 万ト ン △0 .2 万ト ン

使用済紙おむつの増加 使用済紙おむつ排出量が1 0 ％増加 ＋0 .2 万ト ン ＋0 .2 万ト ン

合　 計 △2 .4 万ト ン △2 .9 万ト ン

表３ 　 ごみ減量・ 資源循環施策の実施効果及び今後の社会変化影響

2 4   ごみ焼却量に対する 焼却後に残る 灰（ 焼却残渣） の割合。 2 0 2 4 年度実績の1 3 % を 用いている。
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（ ２ ） 発生抑制に関する指標

［ ４ ］　 食品ロス排出量［ ★］

市の処理施設が受け入れる食品ロスの量。 市民・ 事業者の皆様の食品ロ スの発生抑制や自

主的な分別・ リ サイ ク ル（ 家庭での堆肥化や民間リ サイ ク ル等） などの取組の効果を 把握す

る指標です。

●  家庭系・ 事業系
※

と も に国の目標を 上回る よ う 、 当初目標の4 .6 万ト ン から 4 .0 万ト ン へ

目標を 上方修正し ます。

本市の目標（ 削減率） 国の目標（ 削減率）

家庭系 1 .8 万ト ン（ △55 ％） △5 0％

事業系 2 .2 万ト ン（ △61 ％） △6 0％

合 計 4 .0 万ト ン（ △58 ％） －

※ 国の事業系の食品ロス排出量は、 本来食べら れる食べ物のう ち 、 産業廃棄物や民間でリ サイ ク ルさ れているも のも
含まれており 、 本市の食品ロス排出量と は定義が異なるため、 国と 単純に比較するこ と はでき ません。

［ ５ ］　 使い捨てプラ スチッ ク 排出量（ 家庭）［ ★］

市の処理施設が受け入れる家庭から 排出さ れた使い捨てプラ スチッ ク の量。 多種多様な用

途で使用さ れる使い捨てプラ スチッ ク に対する、 発生抑制の取組の効果を把握する指標です。

●  使い捨てプ ラ スチッ ク 排出量のピ ーク 時（ 2 0 0 5 年度） から １ 万ト ン （ 約2 7 % ） 削減す

るこ と を目指し ます。

●  国のプ ラ スチッ ク 資源循環戦略の目標「 2 0 3 0 年までにワン ウェ イ プ ラ スチッ ク の排出

量を累積で2 5 % 削減」 を上回る水準です。

［ ６ ］　 レジ袋使用量（ 家庭）

市の処理施設が受け入れる家庭ごみ中のレ ジ袋の量（ ごみ捨て用に購入さ れた手提げポリ

袋も 含む
※）。 市民・ 事業者の皆様のレジ袋の発生抑制の取組の効果を把握する指標です。

※ごみの細組成調査結果から 量を推計し ているが、 店舗で受け取っ たレジ袋と の判別がつかないため。

●  市受入量のピーク 時（ 2 0 0 0 年度） から 約9 0 % 削減（ 市民１ 人当たり 年間使用量（ 枚数）

3 4 0 枚→3 5 枚） するこ と を目指し て設定し ます。

表４ 　 本市と 国の20 0 0年度を基準と し た2 03 0年度までの削減目標の比較

〈「 使い捨てプラ スチッ ク 」 の定義〉

プラスチッ クのう ち、製品（ 文具、おもちゃなど） を除いた容器包装及び使い捨て製品（ 家庭用ラッ

プ、カト ラ リ ーなど） と し 、レジ袋、ペッ ト ボト ルも 使い捨てプラスチッ クに含めるこ と と し ます。
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［ ７ ］　 ペッ ト ボト ル排出量（ 家庭）

市の処理施設が受け入れる家庭ごみ中の飲料用ペッ ト ボト ルの量。 市民・ 事業者の皆様のペッ

ト ボト ルの発生抑制や自主的な分別・ リ サイ ク ル（ 店頭回収等） の取組の効果を 把握する 

指標です。

●  市受入量のピーク 時（ 2 0 0 0 年度） から 半減（ 市民１ 人当たり 年間排出量（ 本数） 9 0 本

→4 5 本） するこ と を目指し て設定し ます。

（ ３ ） 資源循環に関する指標

［ ８ ］　 食品廃棄物リ サイ ク ル率（ 事業）

事業ごみ中の食品廃棄物量に占めるリ サイ ク ル量の割合。 事業者の皆様の食品ロスの発生

抑制や自主的な分別・ リ サイ ク ルなどの取組の効果を把握する指標です。

●  国の目標（ 2 0 2 4 年度までに2 0 1 7 年度比で＋1 2 ポイ ント ） ※を参考に3 6 ％と 設定し ます。

※ 2 0 2 4 年度までに、 再生利用等実施率を2 0 1 7 年度比で食品卸売業＋３ ポイ ン ト 、 食品小売業＋４ ポイ ント 、 外食産
業＋1 8 ポイ ント と する目標を 掲げており 、 こ れら ３ 業種合計では＋1 2 ポイ ント 程度と なり ます。

［ ９ ］　 プラ スチッ ク ごみ分別実施率（ 家庭）

家庭ごみの分別対象のプラ スチッ ク ごみ量に占めるリ サイ ク ル量の割合（ ペッ ト ボト ルを

含む。 また、市受入れ以外の店頭回収等の推計量を含む）。 市民の皆様による分別・ リ サイク ル、 

事業者の皆様による店頭回収等の取組の効果を把握する指標です。

●  国の目標（「 プラ スチッ ク 製容器包装のリ ユース又はリ サイ ク ル率」 6 0 % ） と 同等以上

になるよう 、 6 0 ％と 設定し ます。

［ 1 0 ］　 再生利用率

ごみがリ サイ ク ル（ 再生利用） さ れている割合（ 民間リ サイ ク ルやバイ オガス化を含む）。

市民・ 事業者の皆様の２ R及び分別・ リ サイ ク ルや市の資源化（ バイ オガス化等） の取組

の効果を把握する指標です。

●  国の目標（ 2 0 2 5 年度2 8 % （ 2 0 1 7 年度比＋８ ポイ ント ）） を 上回る よ う 、 3 9 ％（ 2 0 1 9

年度比＋８ ポイ ント ） と 設定し ます。

［ 1 1 ］　【 モニタ リ ング指標】 市拠点での資源物回収量（ 家庭）［ ★］

拠点回収及び移動式拠点回収で市が回収し た資源物の量（ 2 0 2 6 年時点での対象品目はp ５

参照。 ただし 、 有害・ 危険ごみを除く ）。 市民の皆様による分別・ リ サイ ク ルや市の資源物回

収体制の強化に関する施策の効果を 把握する指標です。 数値目標は設定せず、 回収量の推移

をモニタ リ ングし ていき ます。

令和元
（ 2 01 9 ）年度

令和２
（ 20 2 0）年度

令和３
（ 2 0 2 1 ）年度

令和４
（ 20 2 2）年度

令和５
（ 2 0 2 3 ）年度

令和６
（ 2 02 4 ）年度

市回収量 2 ,6 0 0 ト ン 2 ,8 0 0 ト ン 3 ,2 0 0ト ン 3 ,4 00 ト ン 3 ,5 0 0ト ン 3 ,6 00 ト ン

表５ 　 市拠点での資源物回収量（ 家庭）
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（ 4 ） 脱炭素化に関する指標

［ 1 2 ］　 廃棄物処理に伴う 温室効果ガス排出量

市の廃棄物処理に伴っ て発生する温室効果ガスの量で、 ごみ焼却由来のも のと 、 市の廃棄

物処理に関わる施設・ 車両等のエネルギー消費由来のも のの合計量。

脱炭素社会の構築を 目指すため、 市民・ 事業者の皆様のプラ スチッ ク ごみなどの発生抑制

や分別・ リ サイ ク ル、 市の施設・ 車両等のエネルギー消費の効率化を 把握する指標です。

併せて、 廃棄物分野だけでなく 社会全体の脱炭素化に貢献でき る よう 、 モノ のラ イ フ サイ

ク ル全体に係る温室効果ガス排出量への施策による削減効果を 測る指標の研究を進めます。

●  ［ ５ ］「 使い捨てプラ スチッ ク 排出量（ 家庭）」、［ ６ ］「 レジ袋使用量（ 家庭）」、［ ７ ］「 ペッ

ト ボト ル排出量（ 家庭）」 及び［ ９ ］「 プラ スチッ ク ごみ分別実施率（ 家庭）」 の目標の達

成を見込み、 1 1 .3 万ト ン -CO 2（ 2 0 1 3 年度を基準と し て△3 4 ％） と 設定し ます。

（ ５ ） リ ニュ ーアブルに関する指標

［ 1 3 ］　【 モニタ リ ング指標】 バイ オプラ スチッ ク 製容器包装排出割合（ レ ジ袋）

家庭ごみで排出さ れるプラ スチッ ク 製容器包装に占めるバイ オプラ スチッ ク 素材の容器包

装の割合。 再生可能資源である バイ オプラ スチッ ク 製容器包装を、 事業者の皆様が製造・ 使

用し 、 市民の皆様が選択・ 使用する 取組の効果を 把握する指標です。 バイ オプラ スチッ ク 割

合が一定把握可能なレ ジ袋（ ポリ 袋） の割合をモニタ リ ングし ていき ます。

（ ６ ） リ チウムイ オン電池（ LiB） 対策に関する指標

［ 1 4 ］　【 モニタ リ ング指標】 充電式電池及びその内蔵製品の市回収量（ 家庭）［ ★］

本市が回収し た充電式電池及びその内蔵製品の量。 市民の皆様による分別・ リ サイ ク ルや

市の回収体制の強化に関する施策の効果を 把握する指標です。 数値目標は設定せず、 回収量

の推移をモニタ リ ングし ていきます。

併せて、民間回収も 含めた排出実態の把握に努め、分別実施率など、分かり やすい指標の検討・

研究を進めます。

令和元
（ 2 01 9 ）年度

令和２
（ 20 2 0）年度

令和３
（ 2 0 2 1 ）年度

令和４
（ 20 2 2）年度

令和５
（ 2 0 2 3 ）年度

令和６
（ 2 02 4 ）年度

市回収量 1 8 .5 ト ン 2 1 .8 ト ン 2 2 .5ト ン 2 2 .2 ト ン 38 .2 ト ン 6 4 .0ト ン

（ 参考） ごみ焼却由来の温室効果ガス排出量の算定範囲

ごみ焼却由来の温室効果ガス排出量の算定範囲は、 プラ スチッ ク （ PET含む）、 合成繊維、

紙く ず
※
が対象です。 生ごみなどのバイ オマス起源の廃棄物の焼却に伴う 排出は、 植物によ り

大気中から 一度吸収さ れた二酸化炭素が再び大気中に排出さ れるも のであり、 カ ーボンバラ ン

スは一定であると 考えら れるため、 便宜上、 排出量算定の対象外と さ れます。

※ 2 0 2 5 年３ 月に国が定める算定方法の見直し があり 、 新たに紙く ずが算定範囲に追加さ れまし た。 紙の主成
分は木材由来のバイ オマス起源ですが、 製造時の添加剤や、 二次加工する際の接着剤・ イ ンク ・ ラ ミ ネート
などの付加物質に由来する化石燃料由来炭素分が含まれているため、 算定対象と なっ ています。

表６ 　 充電式電池及びその内蔵製品の市回収量（ 家庭）
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４ .１ 　 本市のごみ処理施設の現状

本市のごみ処理体制と し て、 まず２ Rと リ ニュ ーアブルに取り 組み、 そのう えで不要と なる

も のは、 最大限資源と し て分別・ リ サイ ク ルを 進めています。 また、 リ サイ ク ルが技術的経済

的な観点から 難し い場合には、 焼却によるエネルギー創出を進めた後、 埋立処分し ています。

北部と 南部の資源リ サイ ク ルセンタ ーにおいて、「 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル」 を選別し ていま

す。 横大路学園又は民間施設では「 プラ スチッ ク 類」 を選別し ています。

また、 市内３ か所のク リ ーン センタ ーでは、 資源化でき ない燃やすごみなどを 焼却によ り 衛

生的に処理すると と も に、 ごみ発電やバイ オガス発電によるエネルギー回収を行っ た後、 焼却

灰を 東部山間埋立処分地及び大阪湾広域臨海環境整備センタ ー処分場に搬送し 、 埋立てによる

最終処分を行っ ています。（ 図1 4 （ p 3 9 ） 参照）

３ つのク リ ーン セン タ ーの中で最も 古い東北部ク リ ーン センタ ーについては、 2 0 3 6 年度末

頃に耐用年限を迎えるため、その後継施設と なる次期ク リ ーンセンタ ーの整備を、旧西部ク リ ー

ンセンタ ーを 候補地と し て検討し ます。

なお、 大阪湾広域臨海環境整備セン タ ー処分場は、 現在の処分場では2 0 3 2 年度に受入れが

終了する 予定であるこ と から 、 事業主体である 大阪湾広域臨海環境整備セン タ ーが本市を 含め

た関係自治体と 共に、 その後の処分容量確保に向けた検討を進めています。

４ .２ 　 施設整備の基本的な考え方

「 １ .３ 持続可能な循環型社会の実現に向けた中長期的な推進方針」 に基づいた「 資源循環・

脱炭素化の推進」 及び「 持続可能なごみ処理体制の確立」 の観点から 、 2 0 5 0 年を 見据えた本

市における今後のごみ処理施設整備の検討の基盤と なる考え方と し て、「 施設整備の基本的な考

え方」 を定めます。

（ １ ） 資源物回収拠点の拡充・ 機能整備

小規模回収拠点、 大規模回収拠点の２ 種類に分けて 、 回収品目、 配置の見直し ・ 拡充、 機能

整備を検討し ます。 また、 耐久消費財等のリ ユース拠点の配置も 検討し ます。

（ ２ ） 家庭系・ 事業系生ごみのバイ オガス化

更なる生ごみのリ サイ ク ルを 進めるため、 市の焼却施設と 併設し たコ ンバイ ンド 方式によるバ

イオガス化で、生ごみからの効率的なエネルギー回収又はガス利用し ていく こと を検討し ていきます。

また、 生ごみから 生成し た消化液の有効利用が図れ、 取組が地域振興、 活性化に寄与する見込み

がある場合、 住民の理解の下、 地域資源と し て生ごみを分別回収、 バイ オガス化する仕組みにつ

いても 、 京北地域におけるバイオガス化の取組の成果や課題等も 踏まえ、 研究し ていきます。

（ ３ ） ク リ ーンセンタ ーの脱炭素化

次期ク リ ーンセンタ ー以降の今後の本市のごみ焼却施設の新規整備に当たっ ては、2 0 5 0 年カ ー

ボンニュ ート ラ ルに最大限貢献するため、 次頁に例示する脱炭素化に貢献する機能等を基本に、

実際の立地条件に適合可能な施設整備を行います。

4 ごみ処理施設の整備・ 運営
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（ ４ ） プラ スチッ ク の資源循環

プラ スチッ ク 類の分別収集について、今後、収集量が増加し た場合にも 安定的に対応できるよう 、

中継地の確保や民間事業者と の連携など、 プラ スチッ ク 資源循環促進法の認定ルート の活用に

よる処理フ ローの見直し を 検討し ます。 また、 スト ッ ク ヤード の活用、 資源物回収拠点の拡充

等を検討し ます。

（ ５ ） ク リ ーンセンタ ー（ 焼却施設） の３ 工場体制を維持

今後と も 、 点検・ 大規模改修時、 災害時等にも 、 リ スク 分散し ながら 安定し て適正処理を 行

えるよう 、 また、 収集運搬の効率性、 施設の地域バラ ンスも 考慮し 、 ３ 工場体制を 維持し てい

き ます。

（ ６ ） 担い手不足を見据えた持続可能な処理体制の構築及び官民連携の推進

今後の更なる 人口減少による担い手不足を 見据え、 ク リ ーンセンタ ーの新設時に、 PFI2 6方式

やD BO
2 7

方式と いっ た、 整備事業と 併せて包括管理運営業務を 委託する 手法を 検討する ほか、

AIやIo Tなどデジタ ル技術の活用による省力化なども 検討し ます。

また、 民間事業者と の連携による施設能力の有効活用や施設間連携など 、 施設整備及び運営

の安定化・ 効率化を検討し ます。

【 官民連携の検討項目（ 例）】

・   プラ スチッ ク 類の分別収集について、 今後、 収集量が増加し た場合にも 安定的に対応でき

るよ う 、 中継地の確保や民間事業者と の連携など、 プラ スチッ ク 資源循環促進法の認定ルー

ト の活用による処理フ ローの見直し を検討（ 再掲）

・   持込ごみによる受入れが多いせん定枝の民間リ サイクルへの更なる誘導を図る手法のひと つに、

持込ごみと し て本市が受け入れてから 民間施設に搬出し てリ サイ ク ルを 行う 仕組みが考えら

れるこ と から 、 ク リ ーンセンタ ーの敷地内にスト ッ ク ヤード を整備するこ と を検討

・   その他の資源ごみについても 、 施設の老朽化の状況等を踏まえながら 、 民間事業者と の連

携等を検討

2 5   CCU S（ Ca rb o n  d io xid e  Ca p tu re , U tiliza tio n  and  Sto rag e）： 排出さ れる CO 2 を 回収し 、 資源と し て利用（ CCU ） 及び地中に貯留（ CCS） し て大気への放出を

抑える技術の総称

2 6  PFI（ Priva te  Fin an ce In itia tive ）： 公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を 民間の資金、 経営能力及び技術的能力を 活用し て行う 手法

2 7  D BO （ D esign  Bu ild  O p e ra te ）： 公共団体が資金調達し 、 民間事業者へ施設の設計、 建設、 維持管理、 運営を 一括し て委託する 手法

【 脱炭素化に貢献する機能（ 例）】

・  生ごみなどの有機性廃棄物のバイ オガス化施設の併設、 ガス・ 発電等利用

・  ごみ発電・ 熱利用

・  施設・ 設備の簡素化、 徹底し た省エネ化

・  CCU S
2 5

（ 排ガスから のCO ２ 回収・ 利用）

・  資源物回収拠点化（ リ ユース含む）
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（ ７ ） 最終処分場の延命化・ 大規模災害への対応

東部山間埋立処分地を少し でも 長く 使用でき るよう 、 埋立量の削減、 資源循環等を図るための

延命策を検討・ 実施し ます。 また、 大阪湾広域臨海環境整備センタ ーも 最大限活用し ていきます。

大規模災害発生時における埋立処分の実施に備え 、 他都市における最終処分場の整備・ 運用

事例の調査や技術の検討を 実施し ます。

（ ８ ） リ チウムイ オン電池対策

拠点回収の拡大等により 、 リ チウムイ オン 電池及び内蔵製品の分別排出を 促進し 、 分別回収

し た電池の安全な保管、 処理・ リ サイ ク ルを 推進し ます。 また、 ク リ ーンセン タ ーなどのごみ

処理施設へのリ チウムイ オン 電池の混入による 火災被害の未然防止に向け、 市民への啓発はも

ちろ ん、 持込ごみなどでの１ 台ごと の搬入物検査の強化等により 、 リ チウムイ オン電池の混入

を 防止すると と も に、 それでも なお施設に混入し た際の対策と し て 、 迅速な初期消火対応に努

めます。

４ .３ 　 今後の施設整備

（ １ ） 資源物回収拠点の整備

上京リ サイク ルステーショ ンのよう に多品目を回収対象と し、 利用し やすい（ 土日も 利用可、 自

動車での搬入可など） 拠点を複数配置し ていきます。 配置場所は、アクセスや周辺環境等を踏まえ、

既存のごみ処理用地や他の市有地、 民間施設と の連携等も含め、 検討を進めます。 また、 利用者増、

資源物の回収量増に向けて、 新たな品目や効果的な併設機能についても 検討し ていきます。

（ ２ ） ごみ処理の広域化・ 集約化

ごみ処理の広域化によるごみ焼却施設の集約化は、 スケールメ リ ッ ト により 、 ト ータ ルコ ス

ト の削減や、 発電効率の上昇に伴う CO ２ 削減に加え、 災害時の処理余力確保にも 貢献し ます。

環境省においても 、 ごみの持続可能な適正処理を 確保するため、 ごみ処理の広域化・ 集約化に

向けた取組を 強力に推進し ています。 一方で、 ごみの搬送距離が長く なり すぎるこ と によっ て、

コ スト やCO ２ の発生量を大き く 増やさ ないこ と も 重要です。

こ う し た状況を踏まえ、次期ク リ ーンセンタ ーにおける広域処理の実施に向けて、亀岡市と 協議・

検討を進めます。  

コ ラ ム11 最終処分場の延命策（ 埋立量の削減等を図るための延命策）

東部山間埋立処分地は本市唯一の最終処分場で あり 、 市民の貴重な 財産で ある こ と から 、 

でき る だけ長く 使用し ていく 必要があり ま す。

埋立量の削減等を 図る 取組と し て、 2 0 1 9 年度に 稼働し た 南部ク リ ー ン セ ン タ ーで は、 

排ガ ス を 処理する 薬品の使用量を 低減する こ と で ばいじ んの発生量を 削減する 取組を 実施、

2 0 2 0 ・ 2 0 2 1 年度に大規模改修を 行っ た東北部ク リ ーン セ ン タ ーで は、 焼却灰から 鉄分を  

回収する 仕組みを 導入し ています。

その他、 2 0 2 6 ・ 2 0 2 7 年度に大規模改修を 行う 北部ク リ ーン セン タ ーで は、 灰から 細かい

金や銀など の貴金属を 含む焼却灰の一部（ 落じ ん灰） を 回収する 仕組みを 導入する 予定です。

3 6



（ ３ ） 次期ク リ ーンセンタ ーの整備

東北部ク リ ーンセンタ ーが2 0 3 6 年度末頃に耐用年限を迎えるため、2 0 3 7 年度の稼働を目指し 、

その後継施設と なる次期ク リ ーンセンタ ーの整備が必要であるこ と から 、「 4 .2  施設整備の基

本的な考え方」 に基づき 、 建設候補地である 旧西部ク リ ーンセンタ ーの立地条件等を 踏まえな

がら 整備内容を検討し ます。

［ １ ］　 施設規模

本市分 約2 1 0ト ン /日

亀岡市分
※１

約 7 0ト ン /日

施設規模
※２

約2 8 0ト ン /日

※１  亀岡市と 広域処理を 実施する場合

※２  施設規模は、 本市及び亀岡市のごみ焼却量目標値等を 踏まえて算出し た値

   （ 参考） 旧西部ク リ ーンセンタ ーの施設規模： 6 0 0 ト ン /日

［ ２ ］　 併設施設

ア 資源物回収拠点

資源物回収拠点（ スト ッ ク ヤード を 含む） を 整備し て 、 資源物を 民間事業者へ引き 渡す

と いっ た、 資源循環に資する機能の併設を検討し ます。

イ  バイ オガス化施設

旧西部ク リ ーン センタ ーの立地条件（ 敷地面積が小さ い、 下水道未整備） を 踏まえて検

討し ます。

ウ 破砕施設

次期ク リ ーンセンタ ー稼働開始時における 本市全域の破砕が必要なごみ（ 持込ごみの一

部及び大型ごみ） の量が、 南部ク リ ーン センタ ー選別資源化施設の処理能力を 下回る 見込

みであるため、併設し ない方向で検討し ます。 ただし 、選別資源化施設（ 破砕施設） のバッ

ク アッ プや災害廃棄物の処理を 行う ための、 小規模な破砕機の設置や可搬式破砕機の活用

について検討し ていき ます。

［ ３ ］　 持込ごみの受入れ

持込ごみの搬入ニーズ、 設備整備コ スト などを 踏まえながら 、 今後、 建設工事の発注まで

の間に検討し ます。

［ ４ ］　 処理方式

スト ーカ 方式2 8、 ガス化溶融方式2 9などの処理方式や、 排ガス処理方式、 脱炭素化仕様等に

ついて、 本市及び他都市で導入さ れている実績等も 参考にし ながら 検討し ます。

2 8   可動する 火格子（ スト ーカ ） 上で投入し たごみを 移動さ せながら 、 火格子下部から 空気を 供給し て燃焼さ せる 方式

2 9  ごみを 熱分解し た後、 発生ガスを 燃焼する と と も に、 灰、 不燃物等を 溶融する 方式
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（ ４ ） 整備スケジュ ール

次期ク リ ーン センタ ーの整備（ 2 0 3 7 年度稼働予定） を見据え、 2 0 4 0 年度までの施設整備ス

ケジュ ールを 定めます。

［ １ ］　 資源物回収拠点

施設名称 施設整備スケジュ ール

資源物回収拠点

資源物回収拠点の拡充・ 機能整備に関する 調査・ 実

証等を 実施し ながら 、 2 03 0 年度までに大規模回収

拠点の拡充を図り ます。 また、次期ク リ ーンセンタ ー

への、 資源物回収拠点の併設を検討し ます。

［ ２ ］　 ク リ ーンセンタ ー（ 焼却施設、 破砕・ 選別資源化施設、 バイ オガス化施設）

施設名称 施設整備スケジュ ール

南部ク リ ーンセンタ ー

稼働開始： 2 0 19 年10 月

焼却： 500 t/日、 ごみ発電： 14 ,0 00 kW 、

破砕： 1 80 t/日、バイ オガス化： 6 0 t/日、

バイ オガス発電： 1 ,0 0 0 kW

稼働後2 0年目の2 0 38 年度を 目途に大規模改修工事

を実施し 、 延命化を図り ます。

北部ク リ ーンセンタ ー

稼働開始： 2 0 07 年1月

焼却： 4 0 0 t/日

ごみ発電： 8 ,5 0 0 kW

稼働後20 年目の2 0 2 6年度から 2 0 27 年度に、 大規

模改修工事を実施し 、 少なく と も 1 5 年の延命化を図

り ます。

東北部ク リ ーンセンタ ー

稼働開始： 2 0 01 年4月

焼却： 7 0 0 t/日、 破砕： 8 0 t/日

ごみ発電： 1 5 ,0 0 0 kW

稼働後2 0年目の2 0 20 年度から 20 21 年度にかけて、

大規模改修工事を 実施し ており 、 2 0 36 年度末頃に

耐用年限を迎えるため廃止し ます。

次期ク リ ーンセンタ ー

稼働開始： 2 0 37 年度予定

東北部ク リ ーン セン タ ーの後継施設と し て、 2 03 7

年度稼働を目指し て整備し ます。

［ ３ ］　 資源ごみ選別・ 圧縮梱包施設

施設名称 施設整備スケジュ ール

南部資源リ サイ ク ルセンタ ー

稼働開始： 1 9 99 年4月

処理量： 60t/日（ 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル）

コ ン ベヤ等の小規模な設備の集合体である ため、 大

規模改修工事は実施せず、 毎年の計画的な整備によ

り 稼働を継続し ます。

北部資源リ サイ ク ルセンタ ー

稼働開始： 2 0 07 年1月

処理量： 40t/日（ 缶・ びん・ ペッ ト ボト ル）

横大路学園

稼働開始： 2 0 07 年12 月

処理量： 2 0 t/日（ プラ スチッ ク 類）
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［ ４ ］　 廃食用油燃料化施設

施設名称 施設整備スケジュ ール

廃食用油燃料化施設
稼働開始： 2 0 04 年６ 月
燃料化量： 5 ,0 0 0 L/日

廃食油燃料化施設は20 2 5年度末に廃止し 、 2 0 26 年

度から BD F
3 0

製造を外部委託に切り 替えます。

［ ５ ］　 東部山間埋立処分地（ エコ ラ ンド 音羽の杜）

施設名称 施設整備スケジュ ール

東部山間埋立処分地

使用開始： 2 0 00 年4月

埋立容量： 4 5 0万m 3

今後50 年以上にわたっ て安定的に埋め立て処分でき

るよう 、 計画的に整備・ 運用し ます。

また、 少し でも 長く 使用でき るよう 、 埋立量の削減、

資源循環等を 図る ための延命策の検討、 大規模災害

発生時における 埋立処分の実施に備えた調査・ 検討

を実施し ます。

図1 4　 本市のごみ処理施設（ 2 02 6 年度～）

北部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 0 7 年稼働開始）

（ 併設）北部資源
リ サイクルセンタ ー

焼却 4 0 0 t/日
ごみ発電 8 ,5 0 0 kW

東北部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 0 1 年稼働開始）

焼却 7 0 0 t/日
ごみ発電 1 5 ,0 0 0 kW

缶・ びん・ ペット ボト ルの選別
4 0 t/日

持込ごみを受け入れている
クリ ーンセンタ ー（ ２ 箇所）

ごみ焼却施設

破砕施設

リサイクル施設

埋立地

＜凡例＞

南部資源リ サイクルセンタ ー
（ 1 9 9 9 年稼働）

缶・ びん・ ペット ボト ルの選別
6 0 t/日

横大路学園
（ 2 0 0 7 年稼働）

プラスチック類の選別
2 0 t/日

次期クリ ーンセンタ ー候補地
（ 旧西部クリーンセンタ ー)

現在はプラスチック類の
中継施設として運用中

大阪湾フェ ニックス処分場
（ 1 9 8 9 年供用開始）

埋立容量 4 6 万m 3（ 本市枠）

残容量 1 6 万m 3（ 約5 年分）

東部山間埋立処分地
（ 2 0 0 0 年供用開始）

南部クリ ーンセンタ ー
（ 2 0 1 9 年稼働開始）

埋立容量 4 5 0 万m 3

残容量 2 1 1 万m 3（ 約5 0 年分）

バイオガス化 6 0 t/日
バイオガス発電 1 ,0 0 0 kW

破砕 8 0 t/日

焼却 5 0 0 t/日
ごみ発電 1 4 ,0 0 0 kW

破砕 1 8 0 t/日

3 0   BD F（ Bio  D ie se l Fue l、 バイ オディ ーゼル燃料）： 使用済てんぷら 油などの廃食用油を 、 メ タ ノ ールと 反応さ せるこ と で粘性や引火点を 低く し 、 ディ ーゼル車で利

用でき る 燃料に精製し たも の
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５ .１ 　 背景

（ １ ） 食品ロス削減推進計画と は

食品ロ スの削減を 国全体で推進する ため、 2 0 1 9 年1 0 月に施行さ れた食品ロ ス削減推進法に

おいて、 市町村は、 地域の特性に応じ た食品ロ ス削減を 推進し ていく ために、 食品ロスの削減

の推進に関する計画（ 食品ロス削減推進計画） の策定に努めるこ と と さ れています。

（ ２ ） 食品ロスと は

食品ロスと は、 本来食べら れるにも かかわら ず捨てら れてし まう 食べ物のこ と です。

本市では、 調理く ずやペッ ト フ ード 等以外の可食品（ 賞味・ 消費期限切れを 含む） で、 原形

を １ /２ 以上保持し ているも のを 「 手付かず食品」、 それ以外のも のを 「 食べ残し 」 と し 、 食品

ロスと 定義し ています。

なお、 野菜や果物の皮を 厚く むき すぎたり 、 取り 除き すぎたり し た「 過剰除去」 も 食品ロス

に含める 場合があり ますが、「 過剰」 の判断が困難なため、 本市では、「 過剰除去」 は調理く ず

と し 、「 食品ロス」 に含めていません。

（ ３ ） 本市の特性

本市は、 平安京への遷都以降だけを と り あげても、 1 2 0 0 年以上にわたる 歴史を 有し 、 先人

から 受け継いでき た、 自然と の共生を大切にし 、「 いただき ます」、「 ごちそう さ ま」 と いっ た、

自然や命、 食に関わる全てへの感謝、 また、 食材を 無駄なく 大切に使う 、「 も っ たいない」、「 し

まつのこ こ ろ 」 と いっ た、 生活文化、 食文化が息づく 歴史・ 文化都市です。 また、 こ れら の歴

史や伝統・ 食文化等を 求め、 全国・ 海外から 、 観光客や修学旅行生が訪れる観光都市であると

と も に、 数多く の大学・ 短期大学が集積し 、 1 4 万人を 超える 学生が集う 大学のまち・ 学生のま

ちです。

こ のよ う な都市特性を 有する本市は、 他の都市と 比べて、 宿泊・ 飲食サービ ス業と 教育業が

特に盛んであり 、 事業ごみの割合は全国と 比べて多く なっ ています。

５ .２ 　 食品ロスの排出状況

（ １ ） 食品ロス排出量

ごみの細組成調査の2 0 2 4 年度結果では、 食品ロ スや調理く ずなど の生ごみが、 燃やすごみ

中に6 .3 万ト ン（ 4 0 ％）、 業者収集ごみ中に5 .9 万ト ン（ 3 9 ％） 含まれており 、 そのう ち、 食品

ロ スは、 燃やすごみに2 .1 万ト ン、 業者収集ごみに2 .6 万ト ン、 合計4 .7 万ト ン が排出さ れてい

る と 推計し ています（ 図1 5 参照） が、 ピ ーク 時（ 2 0 0 0 年度） の9 .6 万ト ン から は約5 0 % 減量

し ています。

また、近年の推移では、燃やすごみ中の食品ロスは、2 0 1 3 年度から 2 0 1 9 年度で８ 千ト ン減少、

2 0 1 9 年度から 2 0 2 4 年度で４ 千ト ン 減少し ています。 業者収集ごみ中の食品ロ スは、 2 0 1 3 年

度から 2 0 1 9 年度で１ 千ト ン微増し まし たが、 2 0 1 9 年度から 2 0 2 4 年度で１ 万ト ン 減と 大き く

減少し まし た。

5 食品ロス削減推進計画
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（ ２ ） 家庭（ 燃やすごみ） から 排出さ れる食品ロスの内訳

燃やすごみ中の食品ロ スは、 2 0 2 3 年度の調査結果では、 米や麺類等が3 3 % 、 野菜類や果物

類が2 3 % 、 パン・ 菓子類が1 3 % 、 肉類や魚介類等が９ % を 占めており 、 こ れら は、 家庭で食べ

残さ れたり 、 手を 付けら れるこ と なく そのまま廃棄さ れたり し ています。 また、 手付かず食品

のう ち、 賞味・ 消費期限が表示さ れているも のについては、 その1 4 % が賞味・ 消費期限前に廃

棄さ れています（ 図1 6 参照）。

（ ３ ） 事業所等（ 業者収集ごみ） から 排出さ れる食品ロスの内訳

業者収集ごみ中の食品ロ スは、 飲食業が2 9 % 、 小売業が2 3 % 、 宿泊業が1 3 % であり 、 こ れ

ら の業種で6 5 % を 占めています（ 2 0 2 4 年度）。 こ れら の食品ロ スは、 小売店で売れ残っ たり 、

飲食店や宿泊施設等で食べ残さ れたり し て廃棄さ れています。

５ .３ 　 食品ロスの主な発生要因

（ １ ） 家庭で発生する食品ロス

家庭で発生する主な食品ロスは、作り すぎや好き嫌いなどが原因で食べ残さ れたも の（ 食べ残し ）

や、 冷蔵庫や食品庫に入れたまま賞味・ 消費期限が切れるなどし て、 食卓に上ら ずに廃棄さ れ

たも の（ 手付かず食品） です。

図1 5 　 本市の近年の食品ロス排出量の推移（ 左図： 家庭、 右図： 事業）

2 0 1 3 年度 2 0 1 9 年度 2 0 2 4 年度

手付かず食品食べ残し 手付かず食品食べ残し
5 万t

4 万t

3 万t

2 万t

1 万t

0 万t

5万t

4万t

3万t

2万t

1万t

0万t
2 0 1 3 年度 2 0 1 9 年度 2 0 2 4 年度

1 .9万t1 .9万t

1 .4万t1 .4万t

3 .3万t3 .3万t

1 .3 万t1 .3 万t

1 .2 万t1 .2 万t

2 .5 万t2 .5 万t

0 .8 万t0 .8 万t

1 .3 万t1 .3 万t

2 .1 万t2 .1 万t

2 .0 万t2 .0 万t

1 .4 万t1 .4 万t

3 .5 万t3 .5 万t

1 .9 万t1 .9 万t

1 .7 万t1 .7 万t

3 .6万t3 .6万t

1 .2 万t1 .2 万t

1 .3 万t1 .3 万t

2 .6 万t2 .6 万t

図1 6 　 家庭から 排出さ れる食品ロスの内訳（ 2 02 3 年度）

野菜類

19 %

野菜類

19 %
果物類

4%

果物類

4%

魚介類

4%

魚介類

4%

調理食品、

加工食品等

1 3%

調理食品、

加工食品等

1 3%

肉、卵、乳類

5%

肉、卵、乳類

5%

賞味・ 消費期限後

8 6%

賞味・ 消費期限後

8 6%

賞味・ 消費期限前

1 4 %

賞味・ 消費期限前

1 4 %

パン・

菓子類

13%

パン・

菓子類

13%

米、麺類、穀粉類

33%

米、麺類、穀粉類

33%

その他

9%

その他

9%
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冷蔵庫や食品庫の中を こ まめにチェ ッ ク する と と も に、 食べ切れる 量を あら かじ め見極め、

それに見合っ た量の買い物や調理を 心がける こ と が必要です。 また、 賞味期限と 消費期限の違

いや事業者の事情を 理解し たう えで 、 購入後すぐ に食べるも のは、 賞味・ 消費期限の迫っ た商

品を優先的に選んで購入いただく こ と も 有効です。 加えて、 不要ないただき 物等の食品は、 必

要と さ れている方々に早めに寄付すると いっ た手段も あり ます。

なお、 本市では５ .１ （ ２ ） の説明のと おり 、「 食品ロ ス」 に含めていませんが、 野菜や果物

の皮を厚く むき すぎたり 、 取り 除き すぎたり する「 過剰除去」 を 減ら す取組も 大切です。

（ ２ ） 事業所等で発生する食品ロス

本市の事業所等から 発生する食品ロスは、 ５ .２ （ ３ ） のと おり 、 業種別では主に、 飲食業と

小売業、 宿泊業から 排出さ れています。

小売業者は、 製造業者や卸売業者から 商品を 仕入れ、 期限を 設定し たう えで商品を 販売し て

いますが、 その販売期限が切れた売れ残り 商品が廃棄さ れ、 食品ロ スと なっ ています。 また、

季節商品（ 恵方巻き 等） の売れ残り や定番商品の入れ替えの際に店頭から 引き 揚げる 商品等が

食品ロスと なっ ているほか、 店内で調理加工販売を 行う 場合には、 加工工程で規格外品や欠品

対策の余剰品等が食品ロスと なっ ています。

また、 製造業者や卸売業者から 商品の仕入れを 行う 過程でも 食品ロ スが排出さ れています。

こ の過程には、 １ /３ ルールと いわれる 商慣習（ 図1 7 参照） が存在し ている 場合があり 、 食品

の製造日から 賞味・ 消費期限までの期間の１ /３ の期間までに納品さ れなかっ た商品が廃棄さ れ、

食品ロスと なっ ている場合があり ます。

製造業者では、 こ のほか、 設備ト ラ ブルなどで商品になら なかっ た規格外品や、 欠品対策の

ための余剰製造分等が食品ロスと なっ ています。

なお、 製造し た商品をその場で販売する製造小売業（ 菓子屋・ パン屋等） を 除き 、 製造業者

の製造工程で発生し た食品ロスは、 本市が受け入れている一般廃棄物ではなく 、 産業廃棄物と

し て排出さ れています。

また、 卸売業者では、 仕入れから 納品までの輸送過程で破損品が出た場合や、 製造業者から

大量に購入し た商品を小売店に小分けし て納品する際に端数が在庫と し て残っ た場合等に食品

ロスと なっ ています。

飲食業や宿泊業では、 食材仕入れから 商品提供に至る過程において、 賞味・ 消費期限が切れ

た余り 食材のほか、 調理段階での仕込みすぎやお客様の食べ残し 等が食品ロスと なっ ています。

こ れら 事業所等で発生する食品ロスを 削減するう えでは、 需要に見合っ た量の製造や仕入れ

や仕込み、 納品・ 販売期限の延長等による商慣習の見直し 、 お客様が食べ切れる商品・ メ ニュ ー

の販売・ 提供等の取組が重要です。
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５ .４ 　 食品ロス削減の推進体制

環境教育や食育、 食品衛生、 流通、 消費生活など、 全庁横断的に連携し て食品ロス削減を 強

力に推進するため、 関係部局の本市職員で構成さ れる 「 食品ロス削減推進会議」 での庁内連携

はも と よ り 、 消費者（ 市民）、 食品関連事業者、 フ ード バンク 団体等と の対話・ 連携を し つつ、

京都市廃棄物減量等推進審議会から も 意見を いただき ながら 、 取組の強化を図り ます。

５ .５ 　 推進する施策

国の「 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」 では、国が取り 組む基本的施策（ 下の（ １ ）

～（ ６ ）） を 定めており 、 地方公共団体は、 こ の基本的施策を踏まえ、 地域の特性に応じ た取組

を 推進する こ と と さ れています。 そのため、 こ の基本的施策に、 本市独自の「 生ごみ等の有効

利用の推進」 を 加えたう えで、 こ れら の項目に沿っ て、 本市が推進する施策を 以下にまと めて

います（   は家庭ごみ対策、  は事業ごみ対策）。家 事

図1 7 　 食品流通における商慣習（ 1 /3 ルール）

製造日
１ /３ １ /３ １ /３

納品 販売

販売納品

納品期限

返品・ 廃棄

販売期限
賞味期限・
消費期限

賞味期限・
消費期限

製
造
業

卸
売
業

小
売
業

製
造
業

卸
売
業

小
売
業

廃棄

【 国の基本的施策】

（ １ ） 教育及び学習の振興、 普及啓発等 （ ４ ） 実態調査及び調査・ 研究の推進

（ ２ ） 食品関連事業者等の取組に対する 支援 （ ５ ） 情報の収集及び提供

（ ３ ） 表彰 （ ６ ） 未利用食品を 提供する ための活動の支援等

【 本市が独自に加えた基本的施策】

（ ７ ） 生ごみ等の有効利用の推進

4 3



施　 　 策

（ １ ） 教育及び学習の振興、 普及啓発等

［ １ ］「 し まつのこ こ ろ 条例」  家  事

［ ２ ］ 地域学習会「 し まつのこ こ ろ 楽考（ がっ こ う ）」  家  

［ ３ ］ 生ごみ３ キリ 運動  家

［ ４ ］ 3 0 ・ 1 0 （ サーティ ・ テン ） 運動  事

［ ５ ］ 環境にやさ し い「 京都エコ 修学旅行」  事

［ ６ ］ さ すてな京都  家  事

［ ７ ］ 民間事業者等と の連携  家  事 ［ ★］

（ ２ ） 食品関連事業者等の取組に対する 支援

［ １ ］ 京都市食べ残し ゼロ 推進店舗認定制度  事

［ ２ ］ 商慣習の見直し 「 販売期限延長」 の取組拡大  事

［ ３ ］ フ ード テ ッ ク サービ スの利用促進  事 ［ ★］

［ ４ ］「 食品ロ スを 減ら そう ！お結び広場」 によ る 情報発信  事 ［ ★］

［ ５ ］ 特定食品関連事業者に対する 減量指導  事

（ ３ ） 表 彰

［ １ ］ 優良事業所認定制度等  事

［ ２ ］ 京都環境賞  家  事

（ ４ ） 実態調査及び調査・ 研究の推進

［ １ ］ ごみ細組成調査  家  事

［ ２ ］ 取組の効果検証と 普及拡大  家  事

（ ５ ） 情報の収集及び提供

［ １ ］ ホームページ「 食品ロ スゼロ プ ロ ジェ ク ト 」 等によ る 発信  家  事

［ ２ ］ ホームページ「 食べ物の「 も っ たいない！」 を 探せ！」 によ る 発信  家  事 ［ ★］

［ ３ ］ 全国おいし い食べき り 運動ネッ ト ワーク 協議会を 通じ た情報の収集・ 発信  家  事

（ ６ ） 未利用食品を 提供する ための活動の支援等

［ １ ］ フ ード バン ク 活動の支援  家  事

［ ２ ］ フ ード ド ラ イ ブ の実施  家 ［ ★］

［ ３ ］「 子ど も の居場所づく り 」 に関する 助成制度  家  事

［ ４ ］ 本市関連の未利用食品の有効活用  家  事

（ ７ ） 生ごみ等の有効利用の推進

［ １ ］ 南部ク リ ーン セン タ ーバイ オガス化施設  家  事

［ ２ ］ 生ごみの堆肥化等の活動の普及・ 情報発信  家 ［ ★］

［ ３ ］ 京北地域における バイ オガス化の取組  家  事 ［ ★］

［ ４ ］ 学校給食生ごみのリ サイ ク ル  事

表７ 　 施策一覧

［ ★］： 改定により 、 新たに記載し た施策
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（ １ ） 教育及び学習の振興、 普及啓発等

［ １ ］　「 し まつのこ こ ろ 条例」     

「 し まつのこ こ ろ 条例」 では、「 食」 を はじ め、 ごみ減量について重点的に取り 組む６ つの

分野について、 小売業者・ 飲食業者等の関係事業者や市民の皆様への義務（ 実施義務・ 努力

義務） を定めています。 また、 こ れら の取組について、 一定規模以上の関係事業者から 毎年、

当該年度の実施計画と 前年度の実施状況を 報告いただいています。 引き 続き 、 条例の浸透を

推進し 、 市民・ 事業者の食品ロス削減の取組を促進し ます。

［ ２ ］　 地域学習会「 し まつのこ こ ろ楽考（ がっ こ う ）」   

各区・ 支所内のエコ まちステーショ ンの職員が中心と なっ て地域団体等に積極的に呼び掛け、

「 ごみ減量について楽し く 考えよう 」 をコ ンセプト と し た地域学習会「 し まつのこ こ ろ楽考（ がっ

こ う ）」 を 開催し ています。 本市職員が講師と なっ て、 時にはカ ード ゲームや紙芝居も 活用し

ながら 、 市民に繰り 返し 食品ロスの削減を はじ めと し たごみ減量への理解と 実践を 呼び掛け

ていき ます。

［ ３ ］　 生ごみ３ キリ 運動   

食材を使い切る「 使いキリ 」、食べ残し をし ない「 食べキリ 」、ごみと し て出す前の「 水キリ 」

の「 生ごみ３ キリ 運動」 の定着に向けた啓発運動を 展開し 、 商業施設等でキャ ン ペーンを 実

施する ほか、 ホームページ「 食品ロ スゼロ プロ ジェ ク ト 」（ ５ .５ （ ５ ）［ １ ］） 上で生ごみ３

キリ アニメ や生ごみ３ キリ ソ ングを 配信するなどの啓発を実施し ていき ます。

［ ４ ］　 3 0 ・ 1 0 （ サーティ ・ テン） 運動   

宴会等での食べ残し を 減ら すため、 宴会開始後3 0 分と 終了前1 0 分間は自分の席に戻っ て

料理を 楽し み、 食べ残し を 減ら す、 3 0 ・ 1 0 （ サーティ ・ テン） 運動について、 2 0 1 6 年度と

2 0 1 7 年度に効果検証調査を行っ た結果、食べ残し が約５ 分の１ になるこ と が確認さ れまし た。

こ の結果を踏まえ、 事業者と 連携し た市民・ 観光客への普及啓発を 実施し ていき ます。

［ ５ ］　 環境にやさ し い「 京都エコ 修学旅行」    

修学旅行生は、 環境教育の効果が高く 、 学校を 通じ た団体での取組が見込める と いう 点に

着目し 、 本市を 訪れる市外小中学校等のう ち、 環境にやさ し いエコ な取組（ 出さ れた食事を

でき るだけ食べ切るなど） を 行う 宣言校に対し て 、 環境にやさ し い観光、 修学旅行を 実践し

ていただく と と も に、 京都市内の小・ 中学校等（ 総合支援学校を含む。） においても 、 修学旅

行中のエコ な取り 組みの実践を呼び掛けています。

家 事

＜「 し まつのこ こ ろ 条例」 の食品ロ ス削減関係の義務規定の例＞

● 飲食業： 食べ残さ ない食事を 促進する ためのPR【 実施義務】

● 飲食業： 食べ切れなかっ た料理の持帰り を 希望さ れる 方への対応【 努力義務】

● 小売業： 食料品の見切り 販売など 、 食品廃棄物等の発生抑制のための工夫の実施【 努力義務】

● 市 民： 食べ残さ ない食事の実践【 努力義務】

家

家

家事

家事
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［ ６ ］　 さ すてな京都     

南部ク リ ーン センタ ー環境学習施設「 さ すてな京都」 で、 食品ロスをはじ めと する ごみ減

量のほか、 生物多様性や再生可能エネルギーなど幅広い分野を 対象と し て 、 ラ イ フ ステージ

に応じ た学習プログラ ムを提供し ます。

［ ７ ］　 民間事業者等と の連携     ［ ★］

食品関連事業者や商業施設など様々な事業者と の連携により 、 各主体の強みを 生かし 、 食

品ロス削減に係る効果的な情報発信や機運醸成に取り 組みます。

（ ２ ） 食品関連事業者等の取組に対する支援

［ １ ］　 京都市食べ残し ゼロ推進店舗認定制度   　

飲食店舗・ 宿泊施設と 食品小売店舗における食品ロスや生ごみの減量につながる取組を そ

れぞれ８ 項目設定し 、 こ のう ち ２ 項目以上の取組を 実践する店舗等を、 本市が「 食べ残し ゼ

ロ推進店舗（ 飲食店・ 宿泊施設版、 食品小売店版）」 と し て認定し ています。 認定店舗には認

定ステッ カ ーを掲示し ていただく と と も に、本市のホームページ「 食品ロスゼロプロジェ ク ト 」

上に店舗情報を検索可能な形式で掲載するなど、 市民の認知度を高めます。

また、 2 0 2 4 年1 2 月に国が策定し た「 食べ残し 持ち 帰り 促進ガイ ド ラ イ ン
3 1

」 を 店舗に周

知すると と も に、 食べ残し を 持ち 帰るこ と が可能な店舗に対し 、 持帰り が可能である こ と を

PRするポスタ ーやステッ カ ー、 持帰り 日時を 記載するシール、 来店者が持帰り の意思表示が

でき るカ ード を配布するこ と により 、 店舗の取組を支援し ます。

さ ら に、 飲食店等での食べ残し 削減を 多言語で呼び掛けるPRツールも 配付し 、 店舗が行う

外国人観光客に対する PRの取組を支援し ます。

家 事

家 事

事

＜宣言し ていただく 取組＞

● アメ ニテ ィ グッ ズ（ 歯ブ ラ シ、 く し など） を 持参する こ と

● エコ バッ グを 携帯する こ と

● マイ ボト ルを 持参する こ と

● 出さ れた食事を でき る だけ食べ切り 、 食べ残し を 出さ ないこ と

図18 　 京都市食べ残し ゼロ推進店舗に配布し ているステッ カ ーなど

3 1   食べ残し の持帰り について、 法的及び衛生的なリ スク の低減、 事業者・ 消費者双方の協力での促進を 目的と し た国のガイ ド ラ イ ン。 法令上留意すべき 事項、 消費者

に求めら れる 行動等が示さ れている 。
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［ ２ ］　 商慣習の見直し 「 販売期限延長」 の取組拡大   　

2 0 1 7 年度及び2 0 1 8 年度に、 食品スーパーにおいて販売期限を 延長し た際の影響（ 売上、

食品ロス排出量、 顧客の購買行動の変化等） を 社会実験により 明ら かにし 、 全市展開に向け

た課題を 洗い出し まし た。 2 0 1 8 年度の調査結果では、 販売期限の延長によ り 、 対象品目の

廃棄数量が減少し 、 約3 2 ％の廃棄抑制効果（ 前年同期比） が確認でき まし た（ 売上へのマイ

ナス影響なし ）。

こ の社会実験の結果を 踏まえ 、 本市内の食品スーパー・ 百貨店・ ド ラ ッ グスト アの御協力

のも と 、賞味・ 消費期限直前までの販売、来店者への「 てまえどり 」 を促すポッ プやポスタ ー

等による啓発を実施し ており 、 今後も 取組を拡大し ていき ます。

［ ３ ］　 フ ード テッ ク サービスの利用促進   　［ ★］

AIやIo Tなどのデジタ ル技術等で食分野の課題解決を 図るフ ード テッ ク サービ スを 展開す

る事業者と 連携し 、飲食店や食品小売店等のフ ード テッ ク サービスの利用拡大を図ると と も に、

市民へも 周知し 、 食品ロス削減に向けた事業者・ 市民の行動変容を促し ます。

［ ４ ］　「 食品ロスを 減ら そう ！お結び広場」 による情報発信    ［ ★］

ホームページ「 食品ロスゼロ プロジェ ク ト 」 内に、 食品ロス削減につながる技術・ サービ

スを 提供し たい事業者や未利用食品を 活用し たい事業者等の情報を 一堂に集め、 カ テゴリ ー

ごと に紹介するページ「 食品ロスを 減ら そう ！お結び広場」 を 設け、 事業者・ 団体同士の連

携し やすい場づく り を 進めると と も に、 その連携事例を 発信し 、 未利用食品の有効活用や事

業者による主体的な食品ロス削減の取組を 促進し ます。

［ ５ ］　 特定食品関連事業者に対する減量指導   　

ごみの排出量が相当程度多い食品関連事業者（ 食料品の小売店、 飲食店、 ホテル・ 旅館等）

のう ち、 チェ ーン店舗等の床面積の合計が一定規模以上である事業者（ 特定食品関連事業者）

に対し 、 ごみの減量義務を 課すと と も に、 毎年度の減量計画書の提出を 義務付けています。

本社及び各店舗等への訪問、 減量計画書と の整合等を 確認する調査や分別指導を 行い、 今後

も ごみ減量・ リ サイ ク ルの取組の促進を図り ます。

（ ３ ） 表 彰

［ １ ］　 優良事業所認定制度等   　

優良事業所を 認定・ 表彰し 、 本市広報やホームページなどで紹介するこ と により 、 事業者

の活動意欲を増進すると と も に、 更なるごみ減量に向けた機運の醸成を図り ます。

ア ２ R及び分別・ リ サイ ク ル活動優良事業所認定制度

事業ごみの減量や再資源化の活動を 積極的に実践さ れている市内の全事業所を 対象に

優良事業所と し て認定し ています。

イ  ２ R及び分別・ リ サイ ク ル活動優良賞

2 0 2 3 年度から 、 優良事業所の認定を 受けた事業所の中で独自性がある、 先進的であ

事

事

事

事

事
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る など、 特に優れた取組を 行う 事業所を 「 ２ R及び分別・ リ サイ ク ル活動優良賞」 と し

て表彰し ています。

［ ２ ］　 京都環境賞     

市民や事業者の環境に関する 関心を 高め、 様々な実践活動の更なる 推進を図るこ と を 目的

と し て、2 0 0 3 年度に「 京都環境賞」 を創設し まし た。 地球温暖化の防止や循環型社会の形成、

生物多様性の保全等の環境保全に貢献する活動を 実践さ れている皆様を顕彰し ています。

（ ４ ） 実態調査及び調査・ 研究の推進

［ １ ］　 ごみ細組成調査     

本市が定期収集し ている家庭ごみや事業所等から 排出さ れる業者収集ごみの詳細内訳の調

査を 実施し ています。 こ れによ り 、 食品ロスの排出量や組成実態を 把握する と と も に、 組成

の変化要因を 分析し 、 発生抑制やリ サイ ク ル等の取組の効果の検証や新たな取組の検討に活

用し ていき ます。

［ ２ ］　 取組の効果検証と 普及拡大     

こ れまで実施し てき た実証実験や新たな取組の検討に係る効果検証について 、 その内容を

積極的に公表するこ と で、 取組の普及拡大を図り ます。

（ ５ ） 情報の収集及び提供

［ １ ］　 ホームページ「 食品ロスゼロプロジェ ク ト 」 等による発信     

市民・ 事業者の皆様に実施し ていただき たい食品ロス削減の取組内容、 食べ残し ゼロ推進

店舗の情報、 食品ロスに関する 調査データ 、 食品ロ ス削減につながる技術・ サービス等を 提

供し たい事業者等の情報など 、 食品ロス削減に関する様々な情報を まと めた特設サイ ト を 開

設し ており 、 情報発信を行っ ていき ます。

家 事

家 事

図1 9 　「 6 8 世帯３ 日分」 の燃やすごみから 出てきた手付かず食品

家 事

家 事
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［ ２ ］　 ホームページ「 食べ物の「 も っ たいない！」 を探せ！」 による発信     ［ ★］

食品の買い物、 保存、 調理の各段階での知恵や工夫を 、 豆知識も 交えて楽し く 紹介する特

設サイ ト において、 ク イ ズ検定、 エコ レ シピ などの楽し める コ ン テンツによ り 、 食品ロスへ

の関心が低い方も 含めて、幅広い層の食品ロス削減行動の実践につながるよう 、情報発信を行っ

ていき ます。

［ ３ ］　 全国おいし い食べき り 運動ネッ ト ワーク 協議会を通じ た情報の収集・ 発信     

「 おいし い食べ物を適量で残さ ず食べき る運動」 に賛同する全国の地方公共団体が、 広く 全

国で食べき り 運動や３ Rを 推進し 、 食品ロ スを 削減する こ と を 目的と し て設立さ れた「 全国

おいし い食べき り 運動ネッ ト ワーク 協議会」 に参画し ており 、 引き 続き 、 自治体間での連携

や情報共有を行います。

なお、 2 0 1 8 年1 0 月3 0 日には、 食品ロス削減に向けた全国的な機運の醸成を図るため、「 食

品ロス削減全国大会 in  京都」 を 開催し 、 市民や事業者、 全国の自治体、 大学関係者等の参加

者一同で「 持続可能な社会の実現に向けた食品ロス削減・ 京都アピール」 を 発表し まし た。

（ ６ ） 未利用食品を提供するための活動の支援等

［ １ ］　 フ ード バンク 活動の支援     

2 0 1 7 年３ 月に「 京都市フ ード バン ク 等活動支援助成制度」 を 創設し、 フ ード バン ク 団体

が実施する食品ロス削減に資する取組に対し 、 必要経費の一部を 助成し ており 、 今後も フ ー

ド バンク 活動を支援し ていき ます。

［ ２ ］　 フ ード ド ラ イ ブの実施  　［ ★］

市役所へのフ ード ド ラ イ ブの常設窓口の設置など 、 公共施設等でのフ ード ド ラ イ ブの実施

を はじ め、 市民や市内で働く 方が食品を 寄付し やすい環境づく り を 事業者と 連携し て進め、

福祉分野と も 連携し ながら 、様々な事情で食品を必要と する方々への支援につなげていきます。

［ ３ ］　「 子ども の居場所づく り 」 に関する助成制度     

子ども 食堂等の「 子ども の居場所づく り 」 に取り 組む場合に、 初期費用の一部を 助成する

「 京都市子ども の居場所づく り 支援事業補助金」 による助成を実施し ており 、 今後も 取組を支

援し ていき ます。

家 事

家 事

＜京都アピ ールにおいて、 今後進める こ と を 宣言し た内容＞

● 食品ロ ス削減の仕組みづく り

● 住民・ 事業者・ 行政等の協働によ る 実践

● 食品ロ ス削減に向けた発生メ カ ニズムの探求と イ ン セン テ ィ ブの検討

家 事

家

家 事
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［ ４ ］　 本市関連の未利用食品の有効活用     

市役所や本市関連イベント 、 市立学校などにおいて、 未利用食品の有効活用に取り 組みます。

（ ７ ） 生ごみ等の有効利用の推進

［ １ ］　 南部ク リ ーンセンタ ーバイ オガス化施設     

南部ク リ ーンセンタ ーに併設し たバイ オガス化施設において 、 生ごみなどから バイ オガス

を回収し て、 発電を行います。

［ ２ ］　 生ごみの堆肥化等の活動の普及・ 情報発信   ［ ★］

こ れまでに普及を進めてき た生ごみ処理機・ コ ンポスト 容器による減量、 堆肥化に加えて、

「 京都市ごみ減量推進会議」 や活動団体と の連携により 、 ダンボールやプラ ンタ ーなどを使用

し たコ ンポスト などによる堆肥化の普及・ 情報発信を進めていき ます。

［ ３ ］　 京北地域におけるバイ オガス化の取組     ［ ★］

地域、 事業者、 本市の連携によ り 、 地域資源を 活用し 、 中山間地域の活性化を 図る地域循

環共生圏のモデルと し て、 京北地域において、 家庭や事業者から 分別回収し た生ごみを バイ

オガス化施設でバイ オガス化し 、 生成さ れた液肥で育てた農作物を 市街地へ販売（ 還元） す

る資源循環の取組を進めます。

［ ４ ］　 学校給食生ごみのリ サイ ク ル   

学校給食では、 食べ残し や調理く ずなどの生ごみが多く 発生し ているため、 教育委員会と

連携し 、 全ての市立小学校の給食の生ごみ全量を リ サイ ク ル（ 飼料化等） し ます。

※  ［ １ ］ ～［ ４ ］ と あわせて、 食品リ サイ ク ルの促進に向け、 重点施策③－２ 「 生ご みの資源

循環（ リ サイ ク ル）」 に取り 組みます。

家 事

＜取組の例＞

● 京都マラ ソ ン における 給水・ 給食の残物品のフ ード バン ク 団体への寄付

● 賞味期限が近付いた公的備蓄物資（ アルフ ァ 化米や補助食料等） の有効活用

● 緊急時（ 台風等） における 学校保管の保存用物資を 使用し た給食の提供

家 事

家

家 事

事
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５ .６ 　 目 標【 再 掲】

市民・ 事業者の皆様の食品ロスの発生抑制や自主的な分別・ リ サイ ク ル（ 家庭での堆肥化や

民間リ サイ ク ル等） などの取組の効果を把握する指標と し て食品ロス排出量の目標を設定し ます。

なお、 国は、 SD Gsを 踏まえ、 2 0 0 0 年度比で2 0 3 0 年度までに、 食品ロスを、 家庭系は半減、

事業系は６ 割減さ せると いう 目標を 設定し ているため、 本市は、 全国を リ ード する 「 食品ロス

削減のまち」 の実現に向け、 こ の国の目標を 上回る目標を 設定し ます。（ ただし 、 国の事業系の

食品ロス排出量は、 本来食べら れる 食べ物のう ち 、 産業廃棄物や民間でリ サイ ク ルさ れている

も のも 含まれており 、 本市の食品ロス排出量と は定義が異なるため、 国と 単純に比較するこ と

はでき ません。）

指 標
平成12

（ 2 00 0 ） 年度
令和元

（ 2 0 19 ） 年度
令和６

（ 20 2 4） 年度
令和12

（ 2030）年度目標

［ 4 ］

食品ロス排出量 9 .6 万ト ン 6 .1 万ト ン 4 .7 万ト ン 4 .0 万ト ン

市民1 人1 日当たり 1 79 ｇ 11 4 ｇ 90 ｇ 7 8 ｇ

内 

訳

家 庭 4 .0万ト ン 2 .5 万ト ン 2 .1万ト ン 1 .8 万ト ン

市民1 人1 日当たり 7 5 ｇ 4 7 ｇ 40 ｇ 3 5 ｇ

事 業 5 .6万ト ン 3 .6 万ト ン 2 .6万ト ン 2 .2 万ト ン

市民1 人1 日当たり 1 0 4 ｇ 6 7 ｇ 5 0 ｇ 4 3 ｇ

※　 目標達成のためには、市民１ 人１ 日当たり 約1 2 g（ ミ ニト マト １ 個分程度） の減量が必要です。

表8 　 食品ロス排出量の目標
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〇　 京都市廃棄物減量等推進審議会

本市の一般廃棄物（ ご み） の減量に関する 事項等を 調査及び審議し 、 意見を 述べる ため、 京都

市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき 設置さ れた市長の諮問機関です 。 本審議会は、

学識経験者、 事業者、 市民などの委員（ 巻末資料 参照） で構成さ れています。

防災
財政

福祉

まち
づく り

衛生

環境

教育
産業
観光

生活
文化

京都市

観光客

オール京都での

協働・ 共汗による推進

地域活動団体
環境保全団体

市民

大　 　 学

研究機関

企　 業

事業者

こ れまでも 、 京都市廃棄物減量等推進審議会の意見をいただき ながら 、 市民・ 事業者の皆様

等と の協働により 、 オール京都でごみ減量・ 資源循環に取り 組んでき たと こ ろ ですが、 計画の

推進に当たっ ては、こ れまで以上に市民・ 事業者・ 大学・ 地域活動団体・ 観光客等の皆様と 対話・

協働し ます。 また、 京都市役所庁内においても 、 食品ロス削減推進会議を はじ め、 消費生活や

産業観光、 防災や福祉など行政分野を 超えた連携や政策融合を 図るこ と で 、 オール京都の力を

最大限発揮すると と も に、 他都市や国と も 連携し 、 社会変化に柔軟に対応し ながら 、 絶えず取

組を強化・ 進化し 続けていき ます。

6 計画の推進
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計画策定経過

年月日 会議名等 内 容

2 0 24 年
1 1月2 9日

第7 2 回 京都市廃棄物
減量等推進審議会

・  持続可能な循環型社会の実現に向けた施策及びごみ処理施
設整備のあり 方について（ 諮問）

・「 次期ク リ ーンセンタ ー整備等検討部会」の設置について

2 0 25 年
２ 月６ 日

第６ 回 循環型社会施策
推進部会

・「 京・ 資源めぐ るプラ ン」の中間見直し の検討の進め方
・ プラ スチッ ク ごみ対策

2 0 25 年
３ 月７ 日

第１ 回 次期ク リ ーンセ
ンタ ー整備等検討部会

・「 ごみ処理施設整備のあり 方」の検討の進め方
・ 施設整備の基本的な考え方
・ 次期ク リ ーンセンタ ー整備方針の検討

2 0 25 年
４ 月1 6 日

第７ 回 循環型社会施策
推進部会

・ 衣類対策
・ 耐久消費財対策

2 0 25 年
７ 月４ 日

第８ 回 循環型社会施策
推進部会

・ 廃棄物・ 資源循環分野における脱炭素化に向けた検討状況
・ バイ オマス対策
・ 多様な社会的側面を考慮し た対策

2 0 25 年
７ 月2 2 日

第２ 回 次期ク リ ーンセ
ンタ ー整備等検討部会

・ 施設整備の基本的な考え方

2 0 25 年
８ 月2 1 日

第7 3 回 京都市廃棄物
減量等推進審議会

・ 諮問事項の審議状況

2 0 25 年
９ 月２ 日

第９ 回 循環型社会施策
推進部会

・ プラ ン中間見直し 全体の方向性
・ 具体策の検討
・ 指標の見直し

2 0 25 年
1 0月1 7日

第３ 回 次期ク リ ーンセ
ンタ ー整備等検討部会

・ 施設整備の基本的な考え方
・ 施設整備スケジュ ール
・ 次期ク リ ーンセンタ ーの施設規模等
・ 次期ク リ ーンセンタ ーの技術的課題に関する検討

2 0 25 年
1 1月1 4日

第1 0 回 循環型社会施策
推進部会

・ 答申案
（ ごみ減量及び資源循環施策のあり 方について）

2 0 25 年
1 1月2 7日

第7 4 回 京都市廃棄物
減量等推進審議会

・ 答申案
（ ごみ減量及び資源循環施策のあり 方について）

2 0 25 年
1 2月1 0日

答 申
＜答 申＞
・ ごみ減量及び資源循環施策のあり 方について

2 0 25 年
1 2月1 9日

第４ 回 次期ク リ ーンセ
ンタ ー整備等検討部会

・ 次期ク リ ーンセンタ ーの技術的課題に関する検討

2 0 26 年
１ 月５ 日

～２ 月４ 日
市民意見募集

・ ごみ減量及び資源循環施策のあり 方について

京・ 資源めぐ るプラ ン-京都市循環型社会推進
基本計画（ 20 2 1 -2 03 0 ）-【 改定骨子案】

2 0 26 年
３ 月４ 日

第５ 回 次期ク リ ーンセ
ンタ ー整備等検討部会

・ 京・ 資源めぐ るプラ ン20 25 改定版（ 案）について
・ 次期クリ ーンセンタ ーの整備に関する技術的課題の方向性
・ 今後の検討の進め方

2 0 26 年
３ 月６ 日

第1 1 回 循環型社会施策
推進部会

・ 京・ 資源めぐ るプラ ン20 25 改定版（ 案）について

2 0 26 年
３ 月1 8 日

第7 5 回 京都市廃棄物
減量等推進審議会

・ 京・ 資源めぐ るプラ ン20 25 改定版（ 案）について

巻末資料１
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京都市廃棄物減量等推進審議会　 委員名簿（ 2 0 2 6 年３ 月時点）

氏 名 役 職 名

浅利 美鈴
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
総合地球環境学研究所 基盤研究部 教授

東  和次 京都市小売商総連合会 事務局長

足立  毅 市民公募委員

有川真理子 認定特定非営利活動法人環境市民 研究員

石田 哲雄 京都商店連盟 副会長

石田 博樹 公益社団法人京都工業会 環境委員会 委員

岡本 一雄
株式会社セブ ン ‐ イ レ ブ ン ・ ジャ パン  オペレ ーショ ン 本部
オペレ ーショ ン サポート 部 地域共生 兵庫京滋奈良ゾ ーン マネジャ ー

梶原 幸一 日本チェ ーン スト ア協会関西支部 参与

◎ 酒井 伸一 公益財団法人京都高度技術研究所 副所長

﨑田 裕子 ジャ ーナリ スト 、 環境カ ウン セラ ー

笹尾 俊明 立命館大学経済学部 教授

佐藤 文絵 市民公募委員

下田  唯 特定非営利活動法人コ ン シュ ーマーズ京都（ 京都消団連） 理事

高岡 昌輝 京都大学大学院工学研究科 教授

中尾 雅幸
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会
京都市ご み減量推進会議 ごみ減量事業化部会 部会長

秦 三津子 一般社団法人京都市地域女性連合会 理事

細川万理子 京都商工会議所 産業振興部長

○ 山川  肇 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授

山田 高之 京都市保健協議会連合会 副会長

山根 弘丈 京都環境事業協同組合 副理事長

◎： 会長 ○： 会長職務代理者（ 敬称略、 五十音順）

巻末資料２
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循環型社会施策推進部会　 委員名簿（ 2 02 6 年３ 月時点）

氏 名 役 職 名

浅利 美鈴
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
総合地球環境学研究所 基盤研究部 教授

上原 拓郎 立命館大学政策科学部 教授

 梶原 幸一 日本チェ ーン スト ア協会関西支部 参与

◎ 酒井 伸一 公益財団法人京都高度技術研究所 副所長

﨑田 裕子 ジャ ーナリ スト 、環境カ ウン セラ ー

佐藤 文絵 市民公募委員

下田  唯 特定非営利活動法人コ ン シュ ーマーズ京都（ 京都消団連） 理事

高岡 昌輝 京都大学大学院工学研究科 教授

矢野 順也 京都大学環境安全保健機構環境管理部門 准教授

山川  肇 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授

山下 辰彦 株式会社京都環境保全公社 常務取締役

山根 弘丈 京都環境事業協同組合 副理事長

◎： 部会長 （ 敬称略、 五十音順）

次期ク リ ーンセンタ ー整備等検討部会　 委員名簿（ 20 2 6年３ 月時点）

氏 名 役 職 名

笹尾 俊明 立命館大学経済学部 教授

島田 洋子 京都大学大学院工学研究科 教授

◎ 高岡 昌輝 京都大学大学院工学研究科 教授

水谷  聡 大阪公立大学大学院工学研究科 准教授

矢野 順也 京都大学環境安全保健機構環境管理部門 准教授

◎： 部会長 （ 敬称略、 五十音順）

5 5



令和８ 年３ 月発行　 京都市印刷物　 第 0 7 2 3 3 2 号

京都市　 環境政策局　 循環型社会推進部　 資源循環推進課

（環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課） 


